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○適正処理・不法投棄対策室長 定刻になりましたので、ただ今から、第７回災害廃棄物

安全評価検討会を開催いたします。委員の皆様には、御多忙にもかかわらずお集まりいた

だきありがとうございます。本日も検討会終了時に報道陣によるカメラ撮りが行われるこ

とになっておりますので、その旨ご承知おき願います。 

また、オブザーバーとして、福島県、経済産業省、厚生労働省、農林水産省、国土交通

省、原子力安全・保安院、などからご出席いただいております。資料１の出席者名簿にお

名前を載せさせていただきましたので、そちらをご覧下さい。さらに本日の議事次第に配

布資料一覧ということで載っていますが、これ以外に参考資料４の後に、委員限り資料１

と２をこの席上で配布させていただいておりますので、念のためご確認くださいませ。 

それではこれ以降の議事進行は、大垣座長よろしくお願いいたします。 

○大垣座長 秋分も過ぎまして、いろんな対応が急がれるときでありますけれども、それ

では早速議事に入らせていただきます。本日は先般成立した放射性物質汚染対処特別措置

法に基づく基本方針および省令事項についての検討が中心となります。多くの議題があり

ますので、説明はわかりやすく簡潔にお願いしたいと思います。 

 まず最初に、前回の検討会でも説明がありましたが、あらためて放射性物質汚染対処特

別措置法の概要について事務局から説明をお願いします。また続けて資料３、放射性物質

汚染対処特別措置法政省令規定事項等と、今回の資料との対応関係についても説明をお願

いすることになります。よろしくお願いいたします。 

○企画課長 それでは最初に特別措置法の概要を簡単にご説明いたします。本日の資料で

は一番後ろの方に特別措置法の条文がありまして、その一つ手前に一枚紙で縦書きのポン

チ絵があると思います。表題が非常に長い名前になっておりまして、平成 23 年３月 11 日

から始まる、これは法律の正式の名称でございますが、私どもはこれを略しまして、「放射

性物質汚染対処特別措置法」というような名前で呼んでいるところでございます。前回も

ご説明いたしましたので、簡潔に要点をご説明したいと思っております。 

目的と責務は全部書かれておりますが、その下の制度のところに「基本方針の策定」と

いう部分がございます。「環境大臣が基本方針の案を策定して、閣議の決定を求める」とさ

れております。 

またその一つ下に、「基準の設定」と書かれておりまして、放射性物質により汚染された

廃棄物及び土壌等の処理に関する基準を設定することになっております。そして監視・測

定を実施することになっています。 
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その下、２つに分かれております。左側が放射性物質により汚染された廃棄物の処理に

関すること。右側が放射性物質により汚染された土壌等の除染等の措置等と書かれており

まして、いわゆる除染に関することでございます。 

このように法律の中では廃棄物の部分と除染の部分の２つの柱があるわけでございまし

て、この検討会においてはこの左側の部分、放射性物質により汚染された廃棄物の処理に

関しまして、地域を指定したり、基準を策定したり、こういうことが一つありますので、

その点について特にご議論をいただきたいと考えているところでございます。 

また右側の除染に関しましては、別に検討会を設けておりまして、既に一度議論をして

おりますが、次回は９月 27 日あさって検討会を開催するということになっております。で

すので、除染の部分は別の検討会で検討をお願いするということでございます。 

そこでこちらの検討会では、本日とそれからもう１回、10 月 10 日の１時から検討会を開

催しますので、そこで今日の続きの議論をしていただくということと、それから基本方針

に関しましては、廃棄物と除染と両方に関係いたしますので、基本方針のところは 10 月 10

日の４時から合同の検討会を開催いたしまして、そこでご議論をいただくということを考

えているわけでございます。その後に案を事務局でまとめまして、パブリックコメントを

実施すると。その後にさらにまた検討会を開催して、まとめていくということを予定して

いるところでございます。 

 それでは資料の３をご覧いただきたいと思います。資料３は放射性物質汚染対処特別措

置法の省令規定事項等と資料との対応関係ということでございまして、今ご説明いたしま

した特別措置法の中で、特に廃棄物関係で何を決めなければいけないのか、その部分を抽

出したものでございます。 

まず基本方針が一番上にありますが、その下にまず廃棄物の種類が書かれています。特

定廃棄物と書かれた緑色の部分がありまして、特定廃棄物に２つの種類があると。一つは

対策地域内廃棄物ということで、一定の地域の中の廃棄物。これについては国が処理をす

るということになっています。 

また指定廃棄物といいますのは、その対策地域の外にあるけれども、一定濃度以上の汚

染があるようなものを指定廃棄物と呼んでおりまして、これも国が処理をすることになっ

ております。 

そこで右側に基準の欄がありますが、これら特定廃棄物の収集、運搬、保管、中間処理、

処分の基準を定める必要があるということでございます。 
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またこの下の白い部分ですが、上記以外の廃棄物でありますので、対策地域の外であっ

て、なおかつ放射性物質の濃度が比較的低いもの。これについては、上記以外の廃棄物に

なるわけですが、その中でも汚染レベルは低くとも放射性物質によってある程度汚染され

ているようなものについては、特定一般廃棄物、または特定産業廃棄物という分類を設け

ております。これに関しては、その右側ですが、廃棄物処理法の処理基準、維持管理基準

が適用されるということになりますが、それに加えて特定一般廃棄物、特定産業廃棄物の

処理基準と、いわゆる上乗せ的な基準を適用することができることになっておりますので、

これについてもご検討いただく必要があります。またこれは処理基準と共に、施設の維持

管理基準についても同様でございます。 

さらに一番下の部分、除染に伴い生じた廃棄物に関しましても、その処理をする前の保

管の基準につきましてご検討をいただく必要があるということでございます。 

それからちょっと説明がもれてしまいましたが、左側のところに黄色い部分がありまし

て、特定廃棄物の中に指定廃棄物というところがありますが、この指定廃棄物というのは

先ほどもご説明しましたが、対策地域の外で一定の濃度以上のものです。また後ほどご説

明しますが、例えば廃棄物の焼却施設でありますとか、上下水道の汚泥などをここで考え

てございます。調査の義務がかかる施設、その対象をどうするかとか、その場合の調査方

法をどうするか、こういったことについても検討が必要になってくるわけでございます。 

以上が廃棄物の関係で、この検討会でご検討いただきたいところを整理したものでござ

います。 

○大垣座長 ありがとうございました。それではただ今説明をいただいた個々の内容につ

いての議論にこれから入りたいと思います。次に資料４について事務局から説明をお願い

します。 

○企画課長 それでは資料４をご覧いただきたいと思います。まず基本方針についてであ

ります。先ほどご説明いたしましたように、特別措置法の中で基本方針に関する規定があ

りまして、環境大臣が基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならないとい

うことでございます。そしてこの基本方針は、この法律に基づく施策を実施していく上で

の基本的考え方を示すものとされています。 

（３）にありますように、基本方針では①から⑥の事項について定めるということになっ

ているわけですが、この中で特に廃棄物に関係するものとしては③で、事故由来放射性物

質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項というものであります。 
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また⑥、そのほか重要事項があれば、そのほか⑥のところでも定めることができる。こ

のようになっております。 

今申し上げました廃棄物に関連する部分について、どのような内容を定めていくかとい

うことについて検討が必要でございます。その（資料の）裏をご覧いただきたいと思いま

す。そこでこの基本方針に定めるべき事項の中で、廃棄物に関連する部分の論点をまとめ

てみたものでございます。 

まず（１）として基本的考え方ですが、廃棄物の処理を可能な限り早く進めていく必要

がありますが、一方で現在の廃棄物処理システムがもう既にありますので、それを積極的

に活用していくべきではないかということです。 

また②は、廃棄物の量が膨大であるということから、可能な限り焼却等の中間処理や再

生等を行って、減容化、量を減らしていくということが重要ではないかと。さらに放射性

物質の濃度が比較的低いものに関しましては、広域処理を進めるという考え方があります。

その放射性物質に汚染された地域だけではなく、関東、関西など、ほかの地域でもって処

理を進めるという考え方がありますが、それについてどのように考えるべきかと。 

さらに③ですが、災害廃棄物については、今処理が進んでいるわけですが、特に原子力

発電所の近くにあるところで、警戒区域などではまだあまり片付いていないという問題が

ありますので、生活地近傍の廃棄物の撤去を優先することが重要ではないかという論点で

ございます。 

つぎに④ですが、この放射性物質に汚染された廃棄物の処理等に当たって遵守すべき基

準については、どのような考え方に基づいて策定することが適当かということでございま

す。今までこの検討会においては、６月３日の原子力安全委員会の当面の考え方というも

のを踏まえながらご検討をいただきましたので、これが一つの基本的な考え方になるので

はないかと考えておりますが、この点についても論点になると思っております。 

次に（２）ですが、特定廃棄物。これは国が処理をする廃棄物ですが、これに関する事

項でございます。 

まず①として、汚染廃棄物対策地域の指定基準、それから指定廃棄物の濃度の基準につ

いては、どのような考え方で設定すべきか、ということでございます。この区域に関しま

しては、参考資料の２をご覧ください。こういう１枚の地図が入っています。警戒区域、

計画的避難区域、緊急時避難準備区域および特定避難勧奨地点がある地域の概要図という

地図がございまして、警戒区域というのはいわゆる 20 ㎞圏でありまして、依然として立ち
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入りが禁止されている地域です。 

それから左上の方のピンクのところ、計画的避難区域とありまして、空間線量率がまだ

高いというようなことで、今住民が避難をしている区域です。 

それ以外に黄色の部分、緊急時避難準備区域というところは避難する必要はないですが、

避難に備えて準備をする区域と。それから緑色の丸い点がありますが、特定避難勧奨地点

というものがございまして、スポット的に空間線量率が高いということで、避難が推奨さ

れているという地点でございます。 

そこで国が直接処理をする対策地域といたしましては、先ほどの資料４の裏の２．の（２）

の①のところに書いてありますが、汚染廃棄物対策地域の範囲は、警戒区域および計画的

避難区域とすべきか、ということでございまして、この一つの考え方は、警戒区域、それ

から計画的避難区域に関しては住民が住んでいないということで、市町村の行政機能も通

常のようには動いていない地域と考えることができます。 

それから指定廃棄物の濃度の基準に関しましては、また別の資料のところでご議論いた

だければと思っております。 

次に②のところですが、特定廃棄物の処理については、各省が役割分担の上、オールジャ

パンで取り組むことが必要ではないか。 

それから（３）そのほかですが、廃棄物の処理のために必要な施設、様々な施設があり

ますが、その設置場所等については、どのように考えるべきか。 

また②、除染に伴い生ずる廃棄物を減容化する技術を積極的に採用していくことが重要

ではないか、ということでございます。 

以上が事務局の方で用意をいたしました論点でありまして、本日これに関しましてご意

見を頂ければと思っております。そのご意見を踏まえまして、次回 10 月 10 日にもう少し

具体的なものを用意していきたいと思っております。以上でございます。 

○大垣座長 ありがとうございました。それでは資料４が主ですが、これらに関する説明

に関しまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。論点の整理に関するご意見で

すが、いかがでしょうか。 

○大迫委員 ではちょっと口火を切らせていただいて、基本方針の裏の２ページですが、

①は現在の廃棄物処理システムを積極的に活用という意味では、自治体が持っている分散

型の処理システムを活用していくということでいうと、比較的低レベルなものを含めた対

象になりうるのかと考えます。 
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②ですが、再生の部分は別にして、中間処理によって減容化を図るとなりますと、それ

だけ濃集される、濃いものが出てくるということに関する考え方をもう少し明示してもい

いのではないかということを考えています。その濃縮されたものに関して、国等が関与し

ていくというようなスタンスで、ここがある程度分散に対して一括で処理していくような

方向性もありうるのかな、というように考えます。そのあたりを基本的な考え方で定めて

おかないと、２ページの最後のところにも除染廃棄物を受け入れて、それを減容化してい

くということに対して、どのようなシステムで対応していくのか、ということが関係して

くると思います。除染廃棄物を積極的に濃集できるような減容化のプロセスに投入して、

その出口はきちんと国等で管理していくというような、安心・安全のあるシステムが後ろ

に控えていないと、なかなか地域の除染というそのものが動いていかない可能性があるの

ではないかということを考えますので、そういった考え方も基本的考え方の中に入れられ

るべきではないかと思います。以上です。 

○大垣座長 ありがとうございます。よろしいですね。ほかに。 

○環境環境事務次官 まったくおっしゃるとおりだと思います。従いまして、今日議論い

ただきまして、今大迫先生がおっしゃったような方法で、②は国が中心になって受け止め

たいと思っておりますので、ぜひそういった方向でご議論いただければと思っています。 

○大垣座長 ほかにはありますか。どうぞ。 

○大塚委員 質問のようなことで恐縮ですが、２点ございまして、（１）の基本的な考え方

の④は、私はこれでいいと思ってはいますが、土壌の方の、さっきおっしゃったもう一つ

の検討会がある方の除染の基準と違ってもいいという気もするんですけど、ある程度関係

は考えた方がいいのか、それとも廃棄物の問題だから別に考えればいいのかについてご議

論を頂ければというのが一つございます。 

それからもう一つですが、基本的方針に入れるほどのことかどうか分かりませんので、

一応申し上げておくだけですが、現在再生をした後、従来は引き取ってくれていたセメン

ト屋さんとか、高炉のところが引き取らない、除染をしても引き取らないということがか

なり出てきているようですので、それに関して何らかの対処する必要があるのかという。

もちろん不安だから引き取らないというのは、分からないでもないですが、引き取りをし

てもらうような基準をつくるのか、何か検討する必要はないのかということを、問題提起

として申し上げておきたいと思います。以上です。 

○大垣座長 大塚委員の件で。 
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○環境事務次官 今の件ですが、まず（１）の④について、できるだけ最終的には土壌の

除染の扱いなどと統一が取れるといいと思います。ただあくまでこれは廃棄物の議論です

から、廃棄物として今日はご議論いただければと思っています。 

それから２点目のご指摘の件は、大変な問題意識、われわれもまったく共有しておりま

すが、ちょっとそれは基本方針とはなじまないのではないかなと。別のところで議論され

て、またアクションがなされるべきではないかというように思われます。 

○大垣座長 よろしいですか。ほかには。どうぞ。 

○杉浦委員 （１）の③のところで、「生活地近傍の廃棄物の撤去を優先」これは確かにそ

うだと思いますが、それと比較して考えますと、（２）の①のところで、注の案として、特

定廃棄物を警戒区域や計画的避難区域の人が住んでいないところのものを対象とするとい

うことが書いてあって、特定廃棄物は濃度等が高くて、処理等いろんなことを考えなけれ

ばいけないということがあることを考えると、そこをきちんと片付けて、除染のこととも

別に絡むのかもしれませんが、そういったものをきちんと片付けて避難されているかたを

帰すということも一つ大事なことなので、たぶん現実的には（１）の③で今現に生活され

ているところのまわりにあるものを片付けるというのが優先なんでしょうけれども、これ

をボンと書いてしまうと、「帰れる人のことは後回しなのかい？」というようなことになる

かもしれないので、そのへんの表現ぶりが難しいのかなと思っています。 

○大垣座長 どうぞ。 

○企画課長 ご指摘ありがとうございます。確かにこの③のところの書き方はちょっと誤

解がないようにしていきたいと思いますが、私どもも 20 ㎞圏などでも帰っていただいたと

きの生活地については、きるだけ早く撤去をしていくんだという考え方で臨みたいと思っ

ております。 

○大垣座長 ほかに。どうぞ。 

○酒井委員 ちょっと質問です。言うまでもないことなのかもしれませんが、安全にこの

処理を進めるという視点での基本方針というのは不要なのかということです。④でその基

準という言葉が出てくる中に、その概念はすべて内包して読むべしというふうにお考えに

なられているのかどうか。分かりやすさからすれば、安全に処理を進めるというところは

スパッとどこかにあっていいのかな、という印象を持ちました。 

○企画課長 ありがとうございます。ご指摘はごもっともでございまして、安全に処理を

するというのが大前提でございます。その安全に、というところをもう少し具体的に考え
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たときに、④のようなことがあるのかなと思いますので、そこは書き方を工夫したいと思

います。 

○大垣座長 ほかにないようでしたら次へ行きたいと思いますが、よろしいですか。どう

もありがとうございました。 

それでは次が指定廃棄物の指定基準等について、２番目の議題ですが、資料は資料番号

だけで申し上げますと、資料５－１、５－２、５－３、それから参考資料２、参考資料３、

それから委員限り資料１、委員限り資料２を用いて事務局から説明があります。よろしい

ですか。委員限り資料というのがありますね。大丈夫ですね。それではお願いいたします。 

○廃棄物対策課長 それではお手元の資料５－１から５－３と、今委員長からご紹介の

あった資料を用いまして、簡潔にご説明したいと思います。 

まず資料５－１ですが、「放射性物質による汚染状態の調査義務対象施設」とあります。

これは今、焼却灰ですとか上下水道の汚泥とかで出ているということが前提となりまして、

具体にこの法律の中でこの調査義務の対象施設を決めると。そこには調査を義務付けて、

一定の調査方法に則ってきちんと調査をしていただいて、その結果指定を判断するという

手続きがございます。 

それでその対象の施設ですが、平たくいえば委員限り資料の２で、こちらに載っており

ますものが主な調査義務のかかる施設ということでご理解いただければと思います。大き

くいえば上下水道の汚泥と、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の焼却灰、農業集

落排水の汚泥ということです。 

その資料は後ほどご参照いただくとして、資料５－１に戻りまして、５－１の枠囲みの

下に※印で注釈的に書いていますが、そこに列記したものがこの法律で具体に調査対象義

務施設として名前が挙がっている施設ということです。こういったものについてどこまで

の範囲の施設に調査をさせて報告を求めるのか、ということを決めていかなければいけな

いというのが、まずこの資料５－１の論点でございます。事務局が用意しました枠囲みの

下のところに、実際にどういった施設に義務付けるかということで、まず一つは当該施設

の存在する地域という視点があろうかということで書いております。 

特に例えば一般廃棄物の処理施設でありますと、その地域内のごみを集めてくるという

ことですので、その地域内のごみで放射性物質の混ざっていたものが焼却灰の中に濃縮さ

れるということがありますので、その一般廃棄物の処理施設であれば、そのエリアが自ず

と決まってくるということがございます。 
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例えば先ほどの委員限り資料のところで、④が一般廃棄物焼却施設における検出状況と

いうことでございます。これは先日の検討会の中で、一般廃棄物処理施設で測ったデータ

をご紹介したところであり、それを地図上に落としたものということです。だいたい福島

の原発を中心としまして広がりがあるのですが、必ずしも同心円状の広がりではなくて、

例えば岩手の南部のあたりに少し飛び地のように出ているとか、南の方に行きましても、

茨城から千葉にかけてかなり出ているけれども、埼玉とかそういったところでは出ていな

いというようなことで、かなりエリアによって差があるということです。どこのエリアの

ものを対象とするか、ということを考えていく必要がまずあるということでございます。 

先ほどの資料５－１に戻っていただきまして、そういうことで考えますと、当該施設の

存在する地域というのが、一つの施設の要件の案としてあるだろうと。 

それから（２）で書いてありますのが、施設の構造や水・廃棄物等の収集システムによ

る違いということで、ここでいうのは例示として地下水から取水している水道施設は除外

するということを書いてありますが、水道の場合は集水域に降った放射性物質を浄水場が

集めてしまって、その結果浄水の汚泥の中から出てくるという構造になりますので、そも

そも地下水から取っているものからは検出されないだろうというものの考え方があるだろ

うと。 

以上２つを要件として掲げまして、ご議論いただきたい論点としましては、これ以外に

考慮すべき視点はないかというところと、それから要件の設定で、今一般廃棄物の例を申

し上げましたが、一般廃棄物の場合、先ほどの地図で見ていただいたように、例えば岩手

県の場合は本当に南部の一部の地域だけですので、県というよりはもう少し狭いエリアで

詰めていかないと、ちょっと過剰な義務を課してしまうことになりますので、そういった

市町村。あるいは廃棄物の場合、一部事務組合の形態でやっておりまして、その単位でご

みが集まってくるということがありますので、市町村や一部事務組合で考えるというのが

一つの視点。 

逆に産業廃棄物の処理施設につきましては、そういう対象とするエリアが施設の存在し

ている場所で決まってこないで、その産業廃棄物処理施設がどういう営業をしているかに

よって決まってまいりますので、むしろ施設がどういった場所の廃棄物を受け入れたのか、

というところが視点になろうかと思います。 

③は当然のことかもしれませんが、要件として地域を指定する場合、これまでの各種モ

ニタリングの結果を参考にできないかということで、ここでご紹介しているような各施設
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ごとに測っているデータもありますし、本日の参考資料の３でご紹介しているような、空

間線量に関する情報といったものを重ね合わせながら考えていくというのが一つの考え方

ではないかということで、論点として出させていただいております。 

裏面は法律の参照情報ということですので、またこれは適宜ご参照いただければと思い

ます。 

引き続きまして、資料５－２でございます。資料５－２には「汚染状態の調査方法につ

いて」ということです。実際に調査を義務付けられた施設については、一定の調査方法に

則って調査をした結果を環境大臣に報告していただくということになります。この報告に

基づいて国がこれを処理するべきものかどうか、指定廃棄物かどうかを決めていくという

ことになるわけです。 

それから先ほど例示しました調査対象施設以外にも、実際に自分のところで取り扱って

いるものが放射性物質に汚染されているのではないか、というようなことがあった場合に

は自主的に調査をして、その結果を報告して指定を求めることもできるということが法律

上ありますので、そういった場合にどういった調査方法を取ればいいかといったことも決

めていく必要があるというものであります。 

細かくいえばいろんな調査の対象のものが考えられますので、そういった焼却灰、汚泥

以外に稲わらですとか、様々なものがございますので、そういったものをどういうふうに

決めていくかという細かな議論はありますが、大枠のところで本日論点として提示してい

る部分ですが、まず項目としては、基本的には放射性セシウム 134 と 137 の放射能濃度と

する、ということではどうかと。それから頻度としましては、１カ月に１回実施を原則と

するということで書いております。 

ただしここに例示がありますように、敷地境界での放射線量が急に高くなるとか、ある

いは処理の対象物が変わるというようなことがあった場合には同じとは言えませんので、

その場合は速やかに測定を行うというような注釈付きで、ひと月に１回程度でどうか、と

いう案をここでは書いております。 

論点のところはその裏返しで、こういった考え方でいいかということと、それから測っ

てみて指定の基準より下回っていた場合、１回だけ測って、それで下回ってそれでいいと

はなかなかいえないかと思いますが、継続して測っても下回っている状態が続いていると

いうような場合には、一定のところで調査義務を免除していくということが必要になるか

と思いますので、そのあたりの考え方をどうしたらいいのか、ということを論点として書
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いてございます。 

裏面にまいりまして、報告をしていただく項目や頻度をどうするか、ということですが、

ここでは先ほど測っていただく放射性セシウムの放射能濃度について、それぞれの測定値

や合計値、あるいは検出下限値。それから対象となりました、廃棄物の種類ごとの発生量

といったようなものを報告していただく必要があるのではないかということで、ひと月に

１回の報告だとすると、前月の結果を原則として翌月の末日までに報告していただくとい

うことにしてはどうか、というものでございます。 

それからそのほか様々な廃棄物の調査方法のところですが、ここは簡単な内容で書いて

おりますが、そのまま廃棄物としての姿、湿潤状態の姿、または粉砕したものを試料とす

る、という原則ではどうかと。それからゲルマニウム半導体検出器を使用して測定を行う

ということでどうか、ということを書いております。このほかについても、論点がござい

ましたらご指摘いただければと思います。 

以上が資料５－２でございまして、引き続きまして資料５－３でございます。こちらは

委員限り資料１というものを用意しておりますので、そちらも横で見ていただきながらご

検討いただければというところでございます。 

これは指定廃棄物というのは、先ほどご説明しましたように、国がこの処理をやってい

くということですから、放射性物質に汚染されていて国がしっかり受け止めてその処理を

しなければいけないレベルのものだということであります。 

その指定の基準という考え方のところで、ここで資料５－３で提示しておりますのは、

従来からこの検討会の中でもご議論いただいてきた、ベースになっております原子力安全

委員会が示した当面の考え方の中で、処理等に伴うものが１mSv/年を超えないということ

と、埋め立てた場合など最終処分場の管理期間終了後における線量は 10μSv/年を超えない

と。作業者の受ける線量は、可能な限り１mSv/年を超えないということは基本的な考え方

としてあるだろうと考えております。 

これを踏まえて先般8,000Bq/kgを超える焼却灰の処理の方法に関する方針もまとめてい

ただきましたので、そういったものを参考に、どんなふうにして廃棄物の基準を決めていっ

たらいいのだろうか、ということが論点になります。 

委員限り資料の１ですが、こちらは指定廃棄物も焼却灰だけではなくて、上下水道の汚

泥だとか、それぞれ性状も異なるものですので、一律に濃度レベルだけで決められるもの

かどうか、というようなところも論点としてあろうかとは思いますが、委員限り資料１で
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とりあえず整理させていただいたのは、私どもが情報を集めております一般廃棄物の焼却

施設の焼却灰について情報を整理したものということでございます。 

ここでオプション１からオプション５まで並べております。8,000Bq/kg を超え

100,000Bq/kg までの焼却灰については、ここで一定の議論をしていただきましたので、一

つの切りとしてはオプション１にあります濃度レベル 8,000Bq/kg というのがあって、その

上 8,000 Bq/kg から 100,000Bq/kg であれば、こういった形であれば安全に処理ができると

いう整理をしていただいておりますので、そこの切りとしては 100,000Bq/kg というものが

あると。 

その間にどんなオプションが考えられるかということで整理をいたしましたが、オプ

ション２というのは 10,000Bq/kg ということで、10,000Bq/kg を超えるものについては電

離則の適用があるということですから、10,000Bq/kg 以下のものでありますと、作業者に

とっては電離則の適用のない範囲での作業が可能だということですので、そういったレベ

ルが一つあるだろうと。 

それからまた全然別の考え方として、※４で下にセシウム 134、セシウム 137 の半減期

というものを考えた場合に、だいたい 10 年程度後には半分以下になるということを考えま

すと、例えば 8,000Bq/kg に対して 16,000Bq/kg であれば、10 年程度の間きちんと管理を

すれば 8,000Bq/kg 以下になるということを考えますと、10 年という期間は、最終処分場

の管理ということを考えた場合にそれほど長い期間とはいえず、一般に市町村において適

正管理できるレベルといえなくもないというような考え方をすれば、8,000Bq/kg に対して

は 16,000Bq/kg 程度というのがオプション３。それから同様に 10,000Bq/kg に対する

20,000Bq/kg というのがオプション４、ということで設定をしてみました。 

今回これはあくまで一般廃棄物の焼却施設についての情報ということですので、そこの

参考にありますように、前回ご報告した７都県 42 の施設で 8,000Bq/kg を超えているとい

うものについて、少しこのオプションの数字ごとに切っていきますと、このような形で

100,000Bq/kg を超えるものはなかったんですが、オプションのレベルによっては対象とな

る施設がこんなふうに変わってくると。一応ご参考にこういったことを整理してみており

ます。以上のこともご参考にしていただきながら、ご意見を賜れば幸いです。説明は以上

です。 

○大垣座長 ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきましてご質問を

お願いしたいと思います。主なところが資料５－１、５－２、５－３ですが、特に順番と
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いうことなくご意見を頂ければと思います。いかがでしょうか。 

○井口委員 これは論点整理ということだと思いますが、例えば資料５－１の調査・報告

を義務付ける施設の考え方としては、例えばこの頂いた委員限り資料の２④を見ると、区

切り方が一応 100Bq/kg というものがクリアランスレベルですよね。やはり最初は一応放射

性物質でないものというくくりが 100Bq/kg なので、ここが説明する場合にやはり一番しや

すいというか、選ぶ場合にそういう説明のしやすさから基準を決めて、施設を指定すると

いうのが望ましいのではないかと、まず資料５－１に関して個人的意見として述べさせて

いただきます。 

そのあと実際これを繰り返していくと、こういう非常に濃度の低いものについては、お

そらく何回もやる必要がないというのは当然なので、次の資料５－２でいきますと、３回

ぐらいやって特に変動がなければ、低いレベルであるということが確認できれば、やはり

もうそのあとは免除するというのが妥当ではないかと思います。なので、そのへんはそう

いう説明のしやすさで議論すべきではないかと。 

それから最後の資料５－３、これは一番難しいと思いますが、単純に委員限り資料１を

見た場合に、これも従来の考え方、いわゆる放射線防護の考え方の説明のしやすさからい

きますと、まずはオプション２だと、いわゆる放射線防護の正当化や最適化というような

観点から見ると、一般の方に説明しやすいのではないかと。 

いきなり３つ私の考えを言ってしまったんですが、そんな考え方でこの資料５－１から

５－３の選択肢があるのではないかと思いました。以上でございます。 

○大垣座長 ありがとうございます。当面何か…。伺っておくということで分かりました。

ほかにご意見は。 

私から、今のご意見で最後の部分ですが、オプション２が電離則を適用するレベルでな

いということの基準だから説明しやすいということですか。 

○井口委員 作業者に関しては、いわゆる（行為の）正当化という概念がありまして、こ

の作業によって利益を得るということなので、電離則というのはそこをカバーして安全を

担保しておりますので、電離則の範囲内であれば問題ないと考える。 

オプション１というのは、ある意味ではそこも超えて、いわゆる作業者の方も一般の住

民のかたと同じようなレベルで、ということで 8,000Bq/kg に決まっていると思うので、若

干その部分を上乗せしても問題ないと考えました。 

○大垣座長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 
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○厚生労働省中央労働衛生専門官 厚生労働省ですが、先ほどの電離則の関係で１点だけ

ご説明させていただきますと、電離則は線量の基準と、もう一つ濃度の基準を持っており

まして、その濃度の基準、特にセシウムの場合は 10,000Bq/kg というのを濃度の基準とし

て置いておりまして、これを超える場合は放射性物質としての取り扱いが必要になります

ので、線量が低くても適用になる条文が出てくるという基準でございました。 

○大垣座長 ほかにはいかがでしょうか。オブザーバーの方々、どうぞ遠慮なくご発言く

ださい。どうぞ。 

○大迫委員 いくつかあって、まず資料の５－１ですが、先ほど井口先生の方から 100 

Bq/kg というお話もありましたが、やはり最終的に、要は指定廃棄物といったものを判断す

るという観点があまり低すぎるラインで閾値を作っていくということが、コスト的にも合

理性がどこまであるか、というところをもう少し詰めた方がいいかなと。やはり各種モニ

タリングで空間線量の相関というのは高いわけでありまして、それは一般廃棄物の焼却施

設の焼却灰では、土壌とかで汎用されている空間線量との相関がかなり高くなっておりま

すので、最終的に例えば 8,000 Bq/kg とか、10,000Bq/kg とか、そういった数字で判断する

のであれば、その判断に対してある程度合理性を持つ下の方の閾値みたいなものを意識で

きるのであれば、各種モニタリング等の結果を踏まえてもう少し絞り込めないものだろう

かと考えます。 

ただ産業廃棄物に関しては、やはり経済活動の中で動いておりますので、いろんなとこ

ろのものがいろんなところから入って来るわけで、それをどういった形でマニフェストな

ども含めて施設に関して調査義務対象を絞り込んでいけるのか、かなり難しいので今

ちょっとアイデアはないわけであります。 

あと３カ月連続してというか、例えば例としてだと思いますが、やはり一般廃棄物につ

いては季節によって毎年繰り返される現象もありますので、そのへんの理解も踏まえた上

で、ある程度の継続期間の中で上昇がないということの評価をしなければならないと思い

ます。 

それから放射性セシウムのみの対象ということに関して、より原発に近いところではス

トロンチウムは測定しなくてもいいのか、ということ等について、もう少しエビデンスを

持って判断すべきかと思います。今のところその程度。またちょっと気付いたところがあ

ればコメントいたします。 

○大垣座長 ありがとうございます。当面、何か、ご意見。 
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○廃棄物対策課長 事務局として考えていたのは、確かに 100Bq/kg という一つのクリアラ

ンスの問題もありますが、委員限り資料の④で見ていただくとわかりますように、100 

Bq/kg を超えるというのは、実はもうこちらの静岡とか、おそらく今まで 16 都府県という

ことでここまでしか測定は要請していないんですが、そこの外でもものによっては検出し

うるレベルかな、ということがありますのと、一般廃棄処理施設はかなり最初のうちから

心配して、ほぼ悉皆で測っていただいておりますので、そういう意味では汚染の広がりと

いうのはかなり確度をもって把握できているということがあります。 

大迫先生のご指摘のあった、確かに季節性みたいなことで、より剪定枝みたいなものが

入りやすい時期だったり、そういったことは考慮する必要はあって、少し抑えて見なけれ

ばいけないんですが、これは法に基づく測定を義務付けますので、測定はやらなければい

けない。やったものが全部求償できるかというのはこれからの議論になってまいりますの

で、測って余分なお金がかかったけれどもそれは求償できない、そんな低いところまで測

るのは認められないということになっても、またおかしいことになる。やはり義務付けを

するということは法に基づく義務付けですから、ある程度合理的にそこは指定の恐れがあ

るというか、指定の可能性があるというものに絞っていく考え方は必要ではないかと事務

局としては今の段階で思っております。 

○企画課長 大迫先生からストロンチウムのお話がちょっとありましたが、今この制度で

は、対策地域の中はすべて国が処理をしますと。ここで議論をしているのは対策地域の外

についてでありますので、対策地域自体がまだ必ずしも決まっていないわけですが、一つ

想定しうるものとして、警戒区域と計画的避難区域がある。その外の地域を念頭において

指定廃棄物についてはご議論いただければと思っております。 

○大垣座長 今の回答でよろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○酒井委員 一つ質問です。資料５－１の産業廃棄物の焼却施設が特措法の方の対象に

なっているということで、たい肥に関しては、もうすでにその対象でないので今後は見な

くていいという整理でいいのか、ここはちょっと説明をお願いいたします。 

それから資料５－３で、指定廃棄物の指定基準、従来の 8,000Bq/kg 以外のオプションが

示されていますが、これを拝見して、いわゆる半減期を念頭に置いた基準の制定の考え方

が示されています。10 年間ということが出始めておりますので、仮にそちらの基準として

の考え方に行くのであれば、その 10 年間の管理の考え方をワンセットで制定していくので

あれば、こういう合理性も出てくるような気がしております。すなわち 10年間に限っては、
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跡地利用の限定に加えて、埋立地を掘削しないとか、そういうあとの環境移動の抑制方策

と併せた中での基準制定の考え方であればありうるかな、というようにちょっと読ませて

いただいたということです。これは今後の議論でございましょうから、その中でまた考え

させていただきたいと思いますが、とりあえずこの３つとさせていただきます。 

○大垣座長 ありがとうございました。 

○企画課長 この資料５－１については、まず調査を義務付ける対象として、ということ

がございまして、これについてはたい肥は含まれておりませんが、ただ一方で調査を義務

付けられなくても自ら調査をして、そこで基準を超えれば国に申請をする。そこで認めら

れれば指定廃棄物になるというルートがありますので、そちらの方ではたい肥も対象にな

るということになります。 

○大垣座長 あとの委員限り資料のオプションの件で、今のご質問は 10 年間の管理に関し

てはご意見を伺ったということでいいですか。では森澤委員。 

○森澤委員 資料５－３について、これも酒井先生と同じ問題意識かもしれません。この

資料５－３の四角の下の考え方でいきますと、基本的には 10μSv/年という線量で規制しま

す。それに対応する濃度というので、例えば 8,000Bq/kg という数値を、例えば指定廃棄物

の基準として定めるということになると理解しました。廃棄物の基準ですから、測定器で

測定をして、例えばセシウムの今回の放射能が何 Bq/kg 以上かというので判定すると思い

ます。そうするとこの濃度基準で行く場合と、被ばく線量基準で行く場合は、うまくマッ

チングしている場合はそれでいいですが、一致しないケースがありますよね。そこでどん

な作業形態にするとか、どんな生活の仕方を人々がするかとか、先ほどの酒井先生のお話

ですと、廃棄物の埋立地の跡地の管理をどうやるかという、そういうものに関わって、被

ばく線量と濃度基準値がずれてくる可能性が、二重基準とはいいませんが、数値が変わっ

てくる可能性がありますので、そういうときどちらを優先するか、というような整理とい

うか、注意書きというようなことが必要になるのではないかということを思いました。ど

のように定めるべきか、という論点は適宜頂いているのに質問では申し訳ないですが、そ

のへんどう整理したものか、というのが議論の材料にならないかなと思って発言をいたし

ました。 

○大垣座長 ありがとうございます。どうぞ。 

○企画課長 ありがとうございます。資料５－３の裏の参照条文をご覧いただきますと、

第 17 条でございますが、指定の条件としては 17 条の２行目のところ、真ん中あたりで、
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汚染状態が環境省令で定める基準に適用しないと認めるときは、とこうなっていますので、

私どもの考え方としては、その廃棄物自体の汚染状態、これは Bq/kg という単位でもって

測られた数値をもとに指定をするという考え方です。 

ただその際にじゃあ被ばく線量との関係というのもある程度踏まえた上で、Bq/kg でもっ

て基準を作っていくという考え方でありますので、そこで説明としては１mSv/年とか、10

μSv/年というものを一応念頭に置きながら、それを下回るようにできる廃棄物の汚染状態

はどのような、こういうような思考過程でご説明させていただいたところでございます。 

○大垣座長 今の件はシナリオ計算をして、ある常識的なシナリオの中ではこの濃度であ

ればまず安全であると、そういうところからベクレルが出てきたという理解でよろしいで

すよね。ほかにはいかがでしょうか。 

○大迫委員 指定廃棄物の指定基準の議論を今後進めていく際に、その被ばく線量から濃

度という考え方は、当然これまでの議論の中で積み重ねてきておりますのであるんですが、

やはり同じ 8,000Bq/kg でも、これは作業者の被ばくから来ているわけですが、その溶出な

どの問題が今最終処分場の管理においては大変重要になってきています。同じ 8,000 Bq/kg

でも溶出性というのはいろんな不燃物を埋め立てる、焼却主灰、あるいは下水道の汚泥の

焼却灰、あと都市ごみの焼却飛灰というのは、それぞれかなり違うということもあります。

構造基準的な最終処分場の問題では、溶出性をもとに構造を規定する議論をしております

ので、この指定廃棄物というものをあるスクリーニング的な、卒業的な基準として考える

のであれば、ある程度安全管理を幅広く取るという考え方もありますし、もう少し物の性

状を考えるのか、あるいは物の性状を考える部分に関しては指定廃棄物であってもその処

理方法というところでもう少し柔軟性を持たせるのか、そういった全体の議論をセットと

して考えるべきかなと思っています。以上です。 

○大垣座長 よろしいですか。 

○廃棄物対策課長 ご指摘の点は十分踏まえてやりたいと思います。先ほど来出てきてい

る話と通じると思いますが、線量で見るということは一定のシナリオを考えてやるわけで

すから、そのシナリオをきちんと守っていただくためには、例えば処理基準でもって担保

する部分も含めて、だからこの物の濃度としてはこれでいいんだというようなことがきち

んと説明できるような考え方を整理していくということだと思っております。 

○大垣座長 ほかにはよろしいでしょうか。それでは次の議題に移ります。３番目ですが、

特定廃棄物等の処理基準等について、であります。資料の６－１、６－２、６－３につい
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て事務局から説明をお願いいたします。 

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長でございます。まず資料６－１から順次ご説明させて

いただきます。資料６－１から６－３、先ほど資料３の方にもございましたが、その中で

様々な廃棄物の処理基準等々、細かく決めていかなければなりませんので、その点につき

ましての考え方を整理させていただきたいと思っています。 

まず資料６－１でございますが、特定廃棄物の処理基準等ということですが、特定廃棄

物などが出てきた場合に、例えばそれが発生した時点でまた一時的に保管をすると。それ

から収集、運搬をする。それをまた若干中期的に保管をして、それで中間処理をして埋め

立て処分をするという、それぞれのステージごとに基準を定めていく必要があるというこ

とでございますので、それについて説明したいと思います。 

基本的にまず１．共通事項ということでございます。まず基本的な考えとしましては、

廃棄物の処理を適切に行う観点から、まず廃棄物処理法の処理基準の考え方というものが

まずベースにあると。これを踏襲した上でどうするかということを考える必要があると

思っています。廃棄物処理法の中の処理基準でいいますと、例えば廃棄物が飛散し、流出

しないようにすることですとか、処理に伴う悪臭、騒音または振動によって生活環境の保

全上支障が生じないように必要な措置を講ずること等、もともと廃棄物としての性質を

持っているものですから、そのための処理基準は当然適用されるということが前提だとい

うふうに考えるところがございます。 

（２）でございますが、その考え方に加えまして、この放射性物質に汚染されたという

ことで新たに対応を加えなければならないということについて、必要な規定を追加すると

いう考え方でどうかと思っているところでございます。 

これまで原子力安全委員会の方で出しました、安全確保の当面の考え方に始まりまして、

私ども環境省も含めまして、様々な指針を出してまいりました。その資料にも①から次の

ページの⑧まで、様々なところで指針・ガイドライン等を出させていただきましたが、そ

ういったものの考え方をベースにして、こういった処理基準等を定めていく必要があると

考えているところでございます。 

それでは具体的なものにつきまして、順次説明したいと思います。まず２．特定廃棄物

及び除染に伴い生じた廃棄物の現場での保管基準ということでございますが、これは廃棄

物が生じたその現場に近いところで保管する。最初に一時的に保管するというところの基

準をどう考えるか、ということでございます。 
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まず特定廃棄物の現場保管基準でございますけれども、これは例えばいわゆる下水処理

施設、下水汚泥を一時的に保管するとか、あるいは除染実施は土地の保有者が、除染に伴

い生じた廃棄物をその除染を行う土地において保管する場合ということを想定しているわ

けでございます。 

その場合の基準案でございますが、まず①は、保管に当たって容器に収納する。②は放

射線防護のための措置を講ずる。例えばここでは関係者以外がむやみに立ち入らないよう

に管理を行うということがあるかと思っています。 

それから③として、雨水等の流入を防止すると。そのために例えば遮水シートを設ける

とか、屋根等を立てるとか、いろんなことが考えられると思います。 

④としては、地下水等の汚染を防止するための措置ということでございますが、遮水シー

トですとか、例えばこれらの上に舗装をするとか、それからベントナイト、いわゆる隔離

層というものを設けるということです。そういったものが考えられるかと思っております。 

それからもう一つは、この保管物にいわゆる有機物、下水汚泥ですとか、草木等、そう

いったものが含まれる場合においては、当然発生ガスが出てまいります。そのための措置

も一時保管であっても考える必要があるのではないかと考えております。 

こういったものを基準案として並べさせていただきましたが、これを踏まえた論点とい

うことで、点線の四角で囲みましたけれども、ちょっといろいろご議論いただければと思

います。 

まずこれらのほかに必要と考えられる措置はあるのか、というのが①でございます。 

それから②としましては、いわゆる事故由来放射性物質による汚染の濃度が比較的低い

対策地域内廃棄物ということでございますが、先ほどちょっと話が出ていました、このい

わゆる対策地域内廃棄物というのは、基本的にいわゆる 20 ㎞圏内ですから、そういうもの

を、要するに原発に近いところではこう、ということを一律に指定するわけでございます

が、ただその中においては濃度が低いものもありうるわけでございます。ですからそういっ

たものにつきましては、一律にこういった（対策地域内の）保管基準を適用するのではな

くて、濃度が低いことを今回確認できれば、こういった基準を一定適用除外するというこ

とも当然考えられるのではないかと思っております。 

それから３番目ですが、周辺での放射線の監視測定およびその記録を義務付けるか、と

いうことでございますが、もちろんこういったものについて引き続いて放射線の監視測定

をやるとか、記録をやっていくということはできるだけやった方がいいというのは当然だ
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と思います。ただこういった現場での一時保管ということになりますと、数が非常に膨大

になってくるということを考えますと、いわゆる法的義務を課すということからしたらど

こまで実効性という担保がとれるのか、というような観点もありますので、ちょっとこう

いうことも論点として書かせていただきました。 

それから除染に伴い生じた廃棄物の現場保管基準ですが、これは基本的に除染を行った

土地において、除染に伴い生じた廃棄物を保管するということでございます。この考え方

は、ほぼ先ほどの（１）の特定廃棄物の現場保管基準と同じと考えております。容器に収

納する、放射線防護の措置、雨水等の流入防止、地下水等の汚染防止、それから発生ガス

に対処するための措置、ということでございます。 

論点としてもほぼ同じですが、ほかに考えられる措置はあるのかどうか。それから放射

線の測定の記録を義務付けるかどうか、ということかと思っています。 

それから３．特定廃棄物の収集、運搬基準ということで、こうやって現場に保管したも

のを、例えばその次の保管場所や、あるいは中間処理施設では埋め立て処分の施設に持っ

ていくという場合の収集、運搬基準というのは当然考える必要があるだろうということで

ございます。 

例えばその手段としては、車両または船舶というものが考えられるわけですが、そういっ

たものの基準案について、まず①ですが、この特定廃棄物を収集、運搬するときに、直接

例えば外気にさらされるような、例えばそのまま露出した状況で運ぶということになりま

すと、飛散や流出ということも考えられるということです。少なくともその容器において

は、あるいは幌を被せてもいいのかもしれませんが、そういう覆いを被せた上でやるとい

うことは考える必要があるかなと。 

それから②としましては、やはり遮水のために必要な措置というものを講ずる必要があ

るだろうと思います。 

それから③としては、そういった車が特定廃棄物を収集、運搬しているということは、

やはりちゃんと表示する必要があるのかと考えております。 

それからこういった車が、例えば万一事故を起こしてしまったとか、転落してしまった

という場合にどうするか、ということは当然考える必要があると思います。その場合には、

必要な措置を講ずるための器具や器材は、あらかじめ備え付けている必要があるというよ

うなことは考えられるかと思っています。 

論点としましては、このほかに考えられる措置があるのか、ということも当然ございま
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すし、また先ほど同様、事故由来の対策地域内廃棄物についても濃度の低いものがあると

いうことで、そういったものについては適用除外する規定を設けるべきなのか。 

それから③としては、 放射線防護のための措置。例えば、車両表面線量が一定のレベル

以下であるというような放射線防護の措置というのは必要なのかどうか。というのは、要

するに輸送する場合、地域を一時的に通過するということを考えますと、例えばそれをど

の程度設ける必要があるのか、ということも非常に議論になるかと思いますが、そのあた

りの考え方もお聞かせいただければと思っております。 

それから次に４．特定廃棄物の保管基準ということで、これは先ほどの現場での保管基

準というものよりも、例えばもう少しステージが次に行ったところ、実際処理をする直前

の保管場所ということでございます。通常廃棄物処理法の中で想定している保管期間は非

常に短いものですが、それよりはある程度長期になるということは想定して、このような

基準を考える必要があるのかと思っております。 

次のページに基準案を書いてございますが、基本的には先ほどと共通するものが相当あ

ると思っています。保管に当たって容器に収納する等の措置を講ずると。雨水等の流入を

防止するための措置。それから地下水等の汚染を防止するための措置。放射線防護のため

に必要な措置。この場合をいいますと、もう少し保管期間が長期間になることを考えます

と、例えば関係者以外の立ち入りの防止とか、覆土をするとか、そういうようなもう少し

しっかりした措置が必要になるかと思っています。それから発生ガスに対処するための措

置。それから６番目としましては、これだけ一定の期間になりますと、やはり保管する特

定廃棄物に関する情報の記録の作成・保存が必要になるだろうと考えています。また保管

がある程度長期になることを考えますと、周辺での放射線量の測定というのは必須なのか

と考えています。 

ただ一方で、その論点ということでございます。①、②は先ほどとほぼ共通するもので

ございますが、③としてはやはり保管期間がある程度長期間であることを考えますと、地

下水の放射性物質の濃度の測定ということも、場合によっては心配する必要があるのかも

しれないと。ですから、そのあたりの濃度測定を行う必要があるかどうかというところは、

ご議論いただければと思っています。 

それから次に中間処理基準ということでございますけれども、埋め立て処分をする前に

例えばいわゆる焼却をするとか、そういう場合の処理基準ということでございます。 

これにつきましては、焼却処理を行う場合には、これまでいろいろ議論されてきたこと
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の中身でございますが、例えば排ガス中の放射性セシウムを有効に除去することのできる

排ガス処理設備を備えている処理施設において焼却することですとか、あるいは、排ガス、

排水中の放射性物質の濃度が一定の基準以下となるようにすること、というものが必要に

なると思っています。 

また焼却処理以外の場合でも共通ですが、処理した特定廃棄物に関する情報の記録を作

成し、保存するということが必要だろうと考えています。 

論点としては、①、②は先ほどとほぼ同じでございますが、実は③としまして、焼却処

理以外の中間処理方法については、これまで実は議論はされてきませんでしたが、例えば

今後具体的に処理していくことになりますと、例えば破砕施設とか、そういったものは当

然考える必要があると思っています。それらの基準をどうするかというところは、やはり

今後議論していく必要があるのかなと思っているところでございます。 

それから最後６．ですが、埋め立て処分をするときの基準ということでございます。こ

れにつきましては、例えば従来の、前回もご議論いただきました、焼却灰の基準といった

ものをベースに考える必要があるのかと思っております。 

具体的には、管理型構造または遮断型構造の処分場で埋め立てを行うとか、それから焼

却灰の管理型構造の処分場における埋め立てに当たっては、溶出を防止する措置を講ずる

と。また水との接触を防止する措置も講ずる必要があるということですとか、放射線防護

のために必要な措置として、例えば即日覆土をするとか、そういったことを定めるもので

す。あるいは放流水についても、濃度が一定の基準以下となるようにする必要があるとか、

地下水についても、当然濃度の測定を行う必要があるでしょうと。それから埋め立てた特

定廃棄物に関する情報の記録の作成・保存もそうですし、また周辺での放射線量の測定と

いうものも必要であろうと思います。 

それからこれに関する論点ですが、①、②は先ほどと共通でございます。③は今まで議

論していなかった 100,000Bq/kgを超える廃棄物の埋め立てについて、ということですが、

こういったものについて遮断型構造の処分場での埋め立てを想定して、どのような放射線

防護のための措置を講ずることが必要かという点について。これは次の議題ともちょっと

絡んできますので、またその方でご議論いただいてもいいのかと思っております。以上が

資料６－１でございます。 

続きまして、資料６－２についてご説明したいと思います。これは特定一般廃棄物・特

定産業廃棄物に関する処理基準ということですが、これについてまず考えなければならな
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いのは、特定一般廃棄物、特定産業廃棄物といわれているものの要件をどう考えるかとい

うことでございます。この特定一般廃棄物と特定産業廃棄物というのは、いわゆる特定廃

棄物にまでいかないレベルのものでありながら、ただ従来の廃棄物処理法のみを適用する

ということではちょっと問題があるのかなというような、要は一定レベル以上汚染された

ものが排出される恐れのある地域というものを特定地域として設定した上で、その中で当

該地域で排出される廃棄物のうち、放射性物質に汚染されている蓋然性の高い廃棄物とい

うものを種類ごとに定めるということがあると思います。 

基本的には先ほど資料５関係の説明の中でもございましたとおりですが、これまでの調

査により、一定レベル以上の放射性セシウムが検出された施設が存在する都道府県などを、

特定の地域として設定するということが考えられるだろうと。 

それからあとは物の性質として、例えば屋外に置かれているものや、放射性物質が吸着

しやすいものなど、事故由来の放射性物質により汚染されている蓋然性の高い廃棄物を種

類ごとに定めるということは考えられるかと思います。 

この場合の論点でございますが、そもそも「一定濃度以上」の放射性セシウムというも

のをどういうふうに考えるかというのが、まず第一の論点だろうと思っています。 

それから②ですが、今申し上げた屋外に置かれており、放射性物質が吸着しやすい物と

いったような、事故由来の放射性物質により汚染されている蓋然性の高い廃棄物として、

具体的にどういうものを想定すればいいのか、どういうふうに定めるべきか、ということ

が論点かなと思います。 

それから３番目としては、濃度という話は重要な要素かと思っていますが、ただそのほ

か先ほど大塚先生からの話にもございましたとおり、溶出とか別の要素についても考える

必要があるだろうと。そういったものの扱いをどうするかということが、この場合には考

えられるかと思います。 

それから次のページになります。その上でこういった特定一般廃棄物、特定産業廃棄物

に関する処理基準というものはどう定めるかということでございます。この場合には、こ

れも具体的にどう定めるかといいますのは、実は特定廃棄物の定義次第のところは正直あ

るかと思っていますが、その議論を踏まえながら定めていくべきであろうと思っています。 

ここでは例えば焼却でいえば、排ガス処理設備を備えている施設で、放射性セシウムを

有効に除去することができる排ガス処理設備を備えている施設で焼却するということが考

えられるでしょうし、また埋め立て処分を行う場合には、少なくとも埋め立て場所の把握
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や、土壌等の上に埋め立てるのは最低限必要だろうと。ただそれは具体的に特定廃棄物の

定義、それからまたこの特定一般廃棄物・特定産業廃棄物に関する定義を踏まえながら、

具体的にどういうものを定めていくかというところが、今後検討が必要になってくるかと

思っております。以上が資料６－２でございます。 

それからもう一つ資料６－３でございますが、こういった特定一般廃棄物や特定産業廃

棄物の処理施設については、維持管理基準というものが必要になってくるということで、

これも定める必要がございます。ただこれに関しては、ここに具体的な基準の内容案につ

いて書かせていただきましたが、例えば周辺の放射線量を測定し、記録するですとか、あ

るいは、排ガス、排水中の放射性物質の濃度が一定の基準以下となるよう管理を行うこと

とか、排ガス、排水中の放射性物質の濃度を測定し、記録すること、といった程度の内容

かと考えているところでございます。 

そのほかに必要と考える措置について、もしお気付きの点がありましたら、ご指摘いた

だければと考えています。以上、取り急ぎになりましたけれども、説明を終わらせていた

だきます。 

○大垣座長 ありがとうございました。それではただ今の説明につきまして、ご意見、あ

るいはご質問がありましたらお願いいたします。 

○井口委員 資料６－１のところですが、２番から３番にかけて、いわゆる論点の中に「周

辺での放射線の監視測定および記録を義務付けるか」というのが挙がっていますが、これ

はマストではないかと思います。その論点が挙がって、基本的には一時保管などで、実際

のきちんとした保管よりも、ある意味では不確定な部分が多いわけですよね。その場所で

放射線監視をしないということはあり得ないのではないかと思うので、ここは一応数が多

いかもしれませんが、現場での一時保管の場合には周辺の放射線を監視するというのが妥

当ではないかと思います。まずその１点です。 

 もう１点ありまして、３番の廃棄物の収集、運搬の基準で、これは表面線量を測った方

がいいという、③については今言われたとおりですが、ほかの一時保管の場合にも、例え

ば今のような大雨が降って、その場所のいわば危険性というか、非常時というものについ

ても何か基準案を配慮する必要があるのではないか。つまり３番の中の④の部分、事故が

発生した場合について基準を設けるというようになっていますが、一時保管に関して言う

と、やはりそのようなものを基準案に盛り込んでおく必要があるのではないかと思います。

以上でございます。 
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○大垣座長 ありがとうございます。何か。 

○産業廃棄物課長 ご指摘ありがとうございます。この一時保管のところは、私どもが当

初考えていたのはやはりそれだけの、数も相当だし、例えば除染でいえば、家の軒先に置

いたりとか、そういうものについて実際に監視測定義務を課すというのは当然できればや

る必要はあるとは思っていますが、どこまで実際そこを厳しく担保できるのかというとこ

ろで若干躊躇しているということで、こういう論点を掲げさせていただいたところです。

確かにご指摘のとおり、そういった保管特有の不確定な要因ということの影響を避けるた

めに、やはり監視測定が必要だということは十分に理解しているつもりでございます。た

だ具体的にそれをどういうふうに担保させていくかというところは、また中でも十分に今

後詰めて議論していきたいと思っています。 

 また収集、運搬のところに掲げているのは事故時の措置ですね。そういったものについ

てもまた同様に、具体的にその現場でどのようなことまで課すことができるのか。やはり

そういったことは確かに必要な論点だと思いますので、そこも具体的にはどのようにさせ

ていくのかということを、今のご意見を十分参考にしながら詰めていきたいと思っていま

す。 

○大垣座長 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。 

○新美委員 今の監視測定の件については、義務付けるという方向で検討していただきた

いと思います。特に今おっしゃられたことに加えて、適用除外ということを考えた場合、

きちんとモニタリングしておかないと、適用除外されたものについて、そのまま何もしな

いでもいいのか、ということにもなりかねません。適用除外したことの安心感を得るため

にもモニタリングをきちんとやっておく必要があると思います。 

それから事故時の問題もそうですが、特に収集、運搬に関しましては、沿道、その経路

上、あるいは受け入れ側の安心をどう確保するかという問題もあります。事故時の問題へ

の対応策だとか、放射線保護のための基準などはきちんと作っておいた方がいいと思いま

す。単に、局面的な対応策ではなくて、受け入れ先の安心をどう確保するか、という観点

も入れておく必要があるかと思います。以上でございます。 

○産業廃棄物課長 ご指摘の点、大変ありがとうございます。当然ながら収集、運搬、現

場保管もそうですが、確かにおっしゃるとおり適用除外したときには、その安心感という

点も十分考慮したいと思います。 

また収集、運搬基準にしても、これは非常に我々としても逡巡しているところがあるの
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は事実ですが、確かにおっしゃるとおり、実際受け入れる側がどのように考えるかという

のは重要な要素だと思っていますので、そこは例えば法律的にどこまで定める必要がある

のか、例えば法律で定めるのは難しいとしても、実際上その措置はとらなければならない

という場面は当然想定できると思いますので、そのあたり十分考えていきたいと思います。 

○大垣座長 ほかには。どうぞ。 

○酒井委員 水系移動の抑制という視点は、全体を通してきれいに貫かれているんですが、

もう一つ保管処理処分に伴って、いわゆる環境移動を抑制するという視点から見たときに、

いわゆる飛散抑制の整理がきっちりとなされているということが大事ではないかと思って

おります。そういう意味で見させていただいたときに、例えば資料６－１の２ページの基

準案の３番、４番あたり、要するに地下水への対応は十分に書かれています。例えば雨水

の流入を防止するための措置（遮水シート）といったあたりは、これは雨水等の流入およ

び飛散を防止するための措置というような整理で、対処としてはほぼ回答になられている

と思いますので、もう少しちょっと飛散防止の概念をきっちりと書き込んでいっていただ

いたらどうかと思いました。 

ほかにも５ページの処分基準のところで、即日覆土を放射線防護のためとおっしゃって

おられますが、もちろんその機能は十分にあると思いますが、および飛散防止のために必

要な措置ということで即日覆土をするということかと思います。こういうあとの移動を考

えますと、ここをちゃんと抑制しておかないと、新たな次の移動源になっているじゃない

かというそしりを受けかねないところがありますので、全体としてはやはり飛散防止の概

念をきっちりと貫いていった方がいいと思います。 

○産業廃棄物課長 ご指摘の点、ありがとうございます。もともと今までいろいろな基準

を、例えば焼却灰ですとか、それ以前に下水汚泥とか、原子力災害対策本部の協議に基づ

いて基準を考えるにあたって、むしろ飛散防止というのは、いってみればわれわれの条件

としては当然それなりに十分考慮されてしかるべきだというのは頭にありますので、改め

てここに書いていなかった点は確かにありますが、ただ実際に法律に書き込むという場合

に、確かに飛散防止というのは改めて定めるというのは重要な論点だと思いますので、そ

こはしっかり今のご意見を踏まえまして検討していきたいと思います。 

○大垣座長 ほかにはよろしいですか。ちょっと私からで、先ほどの井口委員と同じよう

な話ですが、資料６－１の３ページの３の論点のところの③ですが、「放射線防護のための

措置を義務付けるべきか」というところで、これは周辺住民というよりも、作業者のこと
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を考えると義務付けることになるのではないかと。そんなことはないんですか。論点とし

て挙がっているけれども。 

○産業廃棄物課長 実は労働作業者に対する基準をどういうふうに整理するかで、もとも

と電離則というものがあって、例えば埋め立て処分をする際の作業者ですとか、そういっ

たものに対しては電離則の中で整理をするという考えに基づいてきました。ですから当然

ながら労働者に関しては、まずそちらの方が先に適用されるべきだと考えていました。た

だ実際車両構造上で何かそれを担保するとなった場合には、こちらに書き込むというのは

当然あると思いますが、そこは厚生労働省との関係ともまたすり合わせをさせていただけ

ればと思っております。 

○大垣座長 ほかにはないでしょうか。どうぞ。 

○大迫委員 質問ですが、23 条の（2）で、特定一般廃棄物、特定産業廃棄物の定義という

か、概念ですが、これは指定廃棄物が、例えば燃やした後の焼却灰がある一定のレベル、

8,000Bq/kg とか 10,000Bq/kg とか、そういったものを超えている場合には、その焼却灰が

指定廃棄物として適正に処理されなければならないわけですが、その焼却過程も含めて、

入口の基準がここで設けられないという意味では、そういう最後の出口のところで

8,000Bq/kg を超える蓋然性があれば、それを通しでそれは指定廃棄物というふうに指定す

ると。特定一般廃棄物の場合は、その出口のところで、その 8,000Bq/kg なり 10,000Bq/kg

なりというものを下回る可能性が高いものについては、特定一般廃棄物や特定産業廃棄物

という意味でいいんでしょうか。つまり途中から、特定一般廃棄物として受け入れて処理

してるんだけど、後から灰の濃度が高くなって、灰だけが指定廃棄物になるんでしょうか。 

○事務局 特定一般廃棄物と特定産業廃棄物の定義の話ですが、まず特定廃棄物という濃

度が濃いものについて、指定後でないと特定廃棄物になりませんので、例えば焼却過程で

焼却灰で濃縮されて一定濃度以上になる場合は、その一定濃度になった後で行政の指定を

受けて初めて特定廃棄物になるということになります。特定一般廃棄物と特定産業廃棄物

というのは、指定前のその段階で、例えば汚染の恐れがあったり、そういう一定の廃棄物

を環境省令で要件付けをするという法律の仕組みになっております。 

○大迫委員 ちょっとそのへんをもう１回、要は指定廃棄物の処理基準の中にも焼却とか

入っているわけで、だからどこからどこまでをどういうふうに指定とか、特定一般廃棄物

という形で定めて管理しているのか。そういう意味では、その特定一般廃棄物と特定産業

廃棄物をどういう濃度レベルで考えていくかという論点もあります。調査義務をある程度



 

28 
 

かけて、判断できるような形まで広げてやるのかどうか、というところも関係すると思い

ますので、そのへんは全体として合理性を持った形で考えていけばいいんじゃないかと思

います。以上です。 

○大垣座長 特に加える回答はないですね。ほかにはいかがでしょうか。資料６－３につ

いては特にご意見もないようですが、よろしいですか。どうもありがとうございました。 

それでは次の４番目の議題ですが、100,000Bq/kg 超える廃棄物の埋め立て処分について

であります。資料７について事務局から説明をお願いいたします。 

○産業廃棄物課長 それでは資料７についてご説明させていただきます。先ほど資料６－

１の一番最後のところにございましたけれども、実は 100,000Bq/kg を超える廃棄物の埋め

立て処分をどういうふうにやるかということにつきましては、前回の検討会のご議論をも

とにまとめさせていただきました、その 8,000Bq/kg を超え 100,000Bq/kg 以下の焼却灰の

処分方法に関する方針の中では、参考という形で実は記入させていただいております。た

だこれを具体的にどう詰めていくかという作業を、やはりこれからしていかないといけな

いと考えておりますので、ちょっとそのへんについてご意見を頂ければと考えております。 

まず前回の方針の中での考え方をもう一度ちょっと整理させていただきますと、まず

100,000Bq/kg を超えるものにつきましては、基本的には遮断型最終処分場の埋め立て処分

が技術的に可能であろうと考えているわけですが、それを埋め立てる焼却灰の放射性セシ

ウムの濃度に応じ、放射線の遮蔽のために必要となるコンクリート壁の厚さを確保すると

ともに、長期的な安全性の確保といった観点にも配慮して、適切な埋め立て処分の方法を

検討すべきと考えられる、という記述がありました。 

 またほか方で、焼却灰をセメント固化し、固化後の濃度が 100,000Bq/kg 以下になる場合

には、8,000Bq/kg を超え 100,000Bq/kg 以下と同様の方法で処理することも可能であると

考えられる。これは基本的にオーソライズされたものだという認識でございます。 

それで具体的に最初の段階の方の話でございますが、私どもは具体的にどうやっていく

か。特に具体的に想定される場合として、今後国およびその委託業者が 100,000Bq/kg を超

える特定廃棄物の埋め立て処分を行う場合に、どういうことを考えていけばいいのかと。

特に先ほど方針の参考の中にもあったとおり、論点としては、まず遮断型構造の処分場以

外の方法があるのかどうか、ということが一つ。それからもう一つ、遮断型構造の処分場

で埋め立て処分する場合に必要となる以下の措置。これは先ほど参考のところにもあった

わけでございますが、具体的にどのような措置が考えられるかということについて、ちょっ
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とご意見を頂ければと思っています。 

まず①として、放射線防護のための措置ということで、コンクリート壁の厚さをどの程

度にするかということが考えられます。実は私どもは、これはちょっと口頭で申し訳あり

ませんけれども、事務局として例えば 1,000,000Bq/kgの焼却灰というものを考えた場合に、

それを 100,000Bq/kg までの基準を定めるときの考え方を踏まえながら、その遮蔽効果につ

いて考えてみますと、即日覆土ならば、私どもの試算では 35 センチ、コンクリートが 30

センチということであれば、敷地境界から６メートル以上離れさえすれば年間の被ばく線

量は１mSv/年に抑えることができるのかなというような、これは単純な放射線被ばくのこ

とを考えた計算ですが、そういうふうなことでございます。 

ただ一方、当然のことながら 100,000Bq/kg 以上の埋め立て処分に関しましては、従来い

わゆるピット処分というもので定められているという経緯がございます。その中でピット

処分に関する規定というものを見てみますと、その告示の中では一定の圧縮強度以上を持

つコンクリートでつくられ、かつその厚さが 25 センチ以上と。内部仕切設備であれば 15

センチ以上という告示がございます。こういったことを踏まえながら、放射線防護という

観点を留意して、こういった具体的なコンクリートの厚さというものを考える必要がある

かと思っています。 

また②として、長期的な安全性の確保のための措置ということですが、これだけ高いオー

ダーの廃棄物を埋め立て処分する場合には、当然のことながら 100,000Bq/kg でも長期的な

管理が必要だということでご議論いただいたわけですが、それ以上に長期的な安全性確保

のための措置というものを考えつつあるというふうに認識しているところでございます。

またそのあたりに必要な論点につきましても、ご議論いただければと思っております。以

上です。 

○大垣座長 ありがとうございました。それでは今の説明に関しまして、ご質問・ご意見。

どうぞ。 

○杉浦委員 論点３の（２）の１番の放射線防護のための措置ということですが、どうい

う基準かということをいうときに、放射線防護の観点からはコンクリートの厚さを何セン

チにしなさいというのも、そこで評価すべき線量があって、線量で何 mSv 以下とか、何μ

Sv 以下と、そういう線量基準で与えるのが放射線防護の考え方からはそうなんですが、こ

こが放射線防護だけではなくて、埋設施設に要求されるものも、環境省さん的なものの決

め方があるのであれば、そこは放射線防護の措置といって基準を決めるのか、施設として
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の基準を決めるのか、というその２つの考え方があると。こちらはこちらに含まれている

というような別の説明を付けて決めるということではないかと思います。 

○産業廃棄物課長 先ほど基準のところでも議論にございましたとおり、当然のことなが

ら放射線防護のための措置以外に、例えば水系の移動の防護をどうやっていくかとか、そ

れから飛散防止ということが当然考えられます。そのほかもいろいろあるとは思いますが。

例えば水系の話、水への移動ということに関しますと、この遮断型処分場の場合には、本

当に完全にコンクリート壁で覆ってしまう。もちろんそれがひび割れて漏れるようなこと

がないように、というようなことは考える必要があるにしても、基本的にはこれで完全に

水と遮断されるということを考えれば、その点については特記しなくてもいいのかなとい

うのが、実はこれを作った時点での我々の考え方ということでございます。ただそのほか

に考慮すべき点があれば、ご指摘いただければと思います。 

また飛散防止は当然のことながら必要でございますので、埋め立てた後に例えば覆いを

するとか、そういうことが当然必要でございますので、その点についても何かまたほかに

付け加えることがあればご検討いただければと思っています。 

○大垣座長 どうぞ 

○森澤委員 すごく高濃度の廃棄物を遮断型構造で処分するというのは、考え方としては

それでいいと思いますが、現実の問題として、こういう廃棄物がどれぐらいの量出てきそ

うなんでしょうか。何となくそのへんを押さえておいた方が、例えば遮断型構造、こうい

う処分場が１カ所で済むというのと、100 カ所でやりますというのでは、考えるべき条件が

変わってきそうに思います。こういう基準を作っておくということに異議を申し上げてい

るのではなくて、もう少し現実的に考えられないものかという、そういう思いです。 

○産業廃棄物課長 まさに今森澤委員からご指摘いただいた点は、われわれ非常に重要な

点であると思っていまして、ただその量というのが、今のところ特にいわゆる特定廃棄物

自体の量が、特に警戒区域内とか、そういったものの廃棄物の量はまさにこれから、それ

は廃棄物もそうですし、また一方で除染を伴うものも当然生じるわけですので、その量は

いろいろ試算を始めつつあるわけですが、まだまだ議論しなければならないところが相当

あると思います。ただやはり膨大なものであるのは当然でございますので、それを踏まえ

ながら、ただ現実的なものも考えなければならない。その場合、量を減らすことを優先す

るべきなのか、それともある程度取り扱いができる濃度にした上で、ある程度のものでも

しょうがないとか、いろいろな考え方があると思いますので、そこはまた全体の量の議論



 

31 
 

をもう少し詰めていく段階で、またいろいろご意見頂ければ有難いかと思っております。 

○環境事務次官 量がどうなるかはまだはっきりしません。といいますのは、廃棄物の灰

自身の量がそう多いとは思わないんです。ただ廃棄物についていえば、若干考慮すべきは、

これは福島だけではなくて、千葉とかほかの県でもやらなければいけない。例えば１県に

１個はそういった中間的な、ある程度の長期間処分しておく、あるいは貯蔵しておくとい

うことも必要かもしれません。これ自身はそういう意味で大して量は多くないけれども、

実はあちこちの県で作らなければいけないという特徴があります。 

それから福島について言えば、これは土壌とか、集めた落ち葉の灰とか、そういった問

題も出てきますので、これについてはたぶん処理すべきもの、あるいは中間貯蔵をすべき

ものは相当量出てくる。ただし問題は、当然最終段階の前には、ある種の減容化をする必

要があると思っております。従って極力減容化はしようと思いますが、かなりの量が出る

ことを前提にお考えいただきたいと思います。 

それからやはり線量で決めるというのは一つの方法ですが、やはり受け入れる現地から

しますと、専門家のかたが見て 100,000Bq/kg 超えていても、こういうものなら安心だと。

なおかつ、当然ながら長期に置く施設についていえば、それを国有地化するか公有地化す

るか、それに準じた形でと思っていますから、ある程度周辺に何メートルかある程度広い

緩衝地帯といったものも取れると思います。そういったことも含めて、こういったところ

なら安心であるといっていただければ、非常に厳し目の基準であっても、地元とお話をし

ているときに話がしやすいという印象を持っておりますので、ぜひある程度はこういった

ことなら 100,000Bq/kg 超えていてもこういった基準の施設であれば大丈夫だろうと。その

場合、周辺には何メートルかの、いってみれば立ち入りを制限できるようにすべきだとか、

そういったこともぜひご指摘をいただきたいと思います。 

○大垣座長 ありがとうございます。 

○井口委員 その 100,000Bq/kg 超えるような廃棄物というと、原子炉等規制法だといわゆ

るピット処分になるんですが、今の管理型の要は最終処分場というのは、核種移行とか、

閉じ込め機能から考えると、ピット処分を想定されている処分場とほぼ同じ性能を持って

いるわけです。なので、基本的には外部被ばくを抑えるような工夫をすれば、管理型の処

分場でも 100,000Bq/kg を超えるような廃棄物も埋め立てることができるのではないかと。 

なので、その埋め立て方にも、これまでの議論にもあったと思いますが、例えばコンク

リートの箱に詰めて、普通の管理型処分場に埋めて、なおかつ覆土で遮蔽をちゃんとする
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という方法論を使えば、必ずしもいわゆる少ない遮断型を使わなくても 100,000Bq/kg か

ら実際には３桁ぐらいでもいくのではないかと。もちろんそれは場所の安全評価といいま

すか、今までシナリオでいろいろ議論されていると思いますが、そういう個々の廃棄物の

処分施設の安全評価は必ず必要ですが、常識的には工夫すれば今の管理型処分場で対応で

きるのではないかと考えられます。 

○大垣座長 どうぞ。 

○大迫委員 今産業廃棄物課長さんからの説明で、例示として 1,000,000Bq/kg のお話があ

りましたが、そのときに処分した後に１mSv/年を超えないという話があったんですが、

ちょっと整理していただきたいのは、基本的な今後の考え方の中で、処理する過程では作

業者も含めて年間１mSv というのはわかるんですが、処理後に 10μSv/年という話もあっ

たと思うんですが、その処理後というのはどの断面から後をいうのか。つまり中間処理の

後であれば、埋め立て処分ということである程度、埋め立て処分の作業中は年間１mSv で

すが、最終覆土をクローズして跡地利用に供される状況になれば 10μSv/年という話になる

のか、あるいはいろんなもう少し長期的にある程度自治体が関与して、ある程度の管理を

しながら、制限をある程度設けたところが 30 年ぐらいあって、そのあとだったら 10μSv/

年というのかとか、そういう 10μSv/年というのを、どの断面から適用するのかということ

を、再度整理していただけたらいいのではないかと思っています。 

これはたぶん今後の土壌等の除染の長期的なスパンの中で、追加的に被ばく線量をどう

管理していくかということとの関係は、特にはあまり整合を考えなくてもいいという議論

はあったと思いますが、それぞれの被爆の経路に対して、どれぐらいのアロケーションを

考えるのか。その最初の短い期間の場合は１mSv/年という個々でそれぞれが管理をしてい

けばいいと思いますが、最終的な制限があまりかからないような状況に長期的になってい

く場合の 10μSv/年というところをどの断面から考えるのかというところは若干除染とも

関係してくる可能性もあるので、ぜひ整理いただければと思います。 

○大垣座長 よろしいですか。今のは３の論点の（２）の②に関する話ですね。ほかには

よろしいですか。ありがとうございます。 

○大塚委員 先ほど井口委員のご発言は非常に重要だと思いましたが、そうするとこれは

100,000Bq/kg を超えてその上の何か新しい３桁ぐらいの基準をつくって、そこまでは管理

型でもいいという話なのか、それとももう 100,000Bq/kg 以上は全部先ほどのコンクリート

の箱に詰めて覆土をすれば、管理型でも行けるのかという、そのあたりはいかがなんでしょ
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うか。委員同士で申し訳ないですが。 

○井口委員 放射性廃棄物でいうところのピット処分という施設の性能が決まっていまし

て、それを一般廃棄物の管理型処分というものを比較するようなことが既にやられている

と思いますが、それから類推すると、基本的には閉じ込めとかいう核種移行についていう

と、今の一般廃棄物の管理型処分場というのは、十分ピット処分と同程度の性能を持って

いるという評価というふうに聞いております。 

従って、あとはいわゆる放射線の外部への被ばく、要は放射線が透過して一般住民のか

たや、作業者に対する被ばく、あるいは先ほど言ったスカイシャインにもいろいろあるん

ですが、そういうものの強化をすれば、いわば覆土をやって深く埋めるというようなこと

をすると、今の管理型でも３桁ぐらいでももつのではないかと。これはもちろん計算して

いかなければいけませんが、十分いけるのではないかと。 

従って先ほどの 10 倍ぐらいの 1,000,000Bq/kg ですと、必ずしも遮断型にしなくても、

この管理型処分場の一角をそういう遮蔽を強化したような状況を作ってあれば対応できる

のではないかと考えます。ということです。 

○大塚委員 もしそうだと、100,000 Bq/kg の上の閾値をつくらなくちゃいけないかもしれ

ないので、ちょっとそのへんもご検討いただければと思います。 

それから別の点ですが、先ほど井口委員が言われたことと若干関係するかもしれません

が、この埋め立て処分場についても、やはりさっきの大雨で土砂崩れになるようなところ

では作らないとか、こういうのは一般的に従来の廃棄物処分場についても類似の話がある

のかもしれませんが、放射性物質を含んだ廃棄物特有の議論というのを何かしなければい

けないかどうか、ぜひご議論いただければ有難いと思います。 

○大垣座長 ちょっと今のことでコメントしてもよろしいですか。最初の部分の管理型で

もいいのではないかという議論ですが、私はちょっと気になりますのは、ピット処分の場

合は専用ですよね。例えばここでいっている管理型と定義されている技術に基づいて廃棄

物管理をするのか、それとも通常の既にある管理型の中に入れるのかによってちょっと話

が変わるんじゃないか。廃棄物行政の面から見てどうでしょうか。この管理型でいいといっ

たときに、どういう意味なのかをちょっと定義しておかないと、明らかに私の知識では、

ピット型より管理型の方がきちんと管理するという感じなんですが、ただ独立の専用の放

射性物質だけをやる管理型をつくるのか、そうでないのか、というのでずいぶん変わるん

じゃないかという気がするんですが、どうでしょう。 
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○産業廃棄物課長 また補足適宜いただければと思いますが、わたしの理解では管理型の

最終処分場というのは、基本的に有機物も含めて、例えば化学物質の汚染に対して対処す

るための処分場であると。ですから基本的にもともとある程度水を受け入れるということ

を前提としてつくられている処分場なんです。ですから最終的にそういった水を集めて処

理をするということでやっていますが、ただそれは最近屋根付きの処分場もあるんですが、

そこでの基本はもともとはある程度散水をすると。それによって化学物質とかそういうも

のを安定化させるということを念頭に置いているわけですので、そういった面で管理型処

分場の構造自体は、確かに井口委員がご指摘のとおりピット処分に類するような管理をさ

れていますが、もともと想定している部分は若干違うところが確かにあるかもしれません。 

ですからものによって流用できるものもあるとは思いますし、また前回の会議でご議論

いただいた基準というのは一応そういった併存するということを前提にして、こういうふ

うにすれば併存は可能であろうということで方針を決めていただいたわけです。ですから

そういったものを含めて、今度じゃあ 100,000Bq/kg 以上のものを考えるには、いろいろ

ちょっと考えるべき要素があるかなと思っております。 

○大臣官房長 これまでご議論いただいたのは、日常的に一般廃棄物の灰が出てきたり、

産廃としての汚泥の灰が出てきたり、いろいろするわけですので、既存の廃棄物処理施設

にそういったものをどう処理するのか、という観点でご議論いただいてきたと理解してい

ます。 

これからの議論ということになりますと、除染したものをそれぞれの市町村単位で仮置

きをすると。仮置きをしたものをどこかの中間貯蔵施設なるものに移すということが、こ

れから除染のプロセスで始まってくるわけですが、そのときにはわれわれとすると新たな

何らかの専用施設をイメージして、施設整備していく必要があるのかなと思っております。 

そのときに除染されて出てきた廃棄物と、今われわれが扱いに非常に苦慮している廃棄

物系の灰とか、そういったものもある程度一体的に扱っていかざるをえないのではないか

と考えておりまして、そのあたり今技術的に内部で議論をしている最中でございまして、

またご意見を賜りながら 10 月 10 日の検討会に向けて、合同検討会もございますので、そ

ういったあたりの場であらためてご議論いただければ幸いかと思います。 

○環境環境事務次官 両方あると思うんですよね。ですから量が少ないところは既存のも

のを使っていただいて、そこにコンクリートの箱に入れてしまうということがあると思い

ますし、また実際は福島でこれから除染もしますから、そういう中ではこれは全部基本的
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には新規に作っていくと。しかもそこは土地を借りるなり、国有地にするなりやっていき

たいと思っていますから、そういう部分はすべて新規につくるということで、ぜひお考え

をいただければと思っています。 

○大垣座長 今のは 100,000Bq/kg 以上の場合？ 

○環境環境事務次官 そうです。 

○大垣座長 私が申し上げたのは、官房長が言われたように、今までの議論は既存のとこ

ろの議論であった。管理型と称しているときに一緒に入れる場合。ここで今議論している

のは、管理型の技術で管理した専用の場所なのか、それとも管理型処分場があるところへ

入れるのかによって、ずいぶん考え方が、特に長期的安全性の確保という観点で変わって

くるのではないかということで、ここでもしも管理型のというときには専用の、今最後は

次官がいわれたように両方あると。それは量的な問題で少し分けて議論するんだと、そう

いう考え方ですか？ 

○大臣官房長 おっしゃる通りでございまして、量的な観点で既存のものを使うのか、新

規に施設が必要なのか、ということは分かれるんじゃないかと思います。つまり既存の廃

棄物処理施設というのも、きっちり計画的に経営なり運営がなされているものですから、

これから出てくる大量の除染廃棄物とかいうあたりを既存の方に入れてしまいますと、瞬

間的に満杯になってしまうということになると廃棄物処理計画もなかなか大きな影響が出

てまいりますので、量的に既存のもので受け入れられるぐらいのものならば、既存で一向

に構わないと思いますが、想定していますのが大量なものですから、そういったものを既

存のもので扱うというのはなかなか難しかろうと。 

○大垣座長 よろしいですか。大塚委員の２番目の件は特に。 

○大塚委員 大雨で処分場がおかしくなってしまうようなことがあると、今までの通常の

産廃の処分場とか、一般の処分場以上に大問題になると思いますので、そのへんの地形的、

場所的な基準というのは、新しく追加して考える必要はないかということをお伺いしてお

きたいと思います。 

○産業廃棄物課長 当然のことながら、そういう要素は考える必要はあると思います。で

すからそれは基準ということで書くのかどうか。実際に例えばそういったものを、国がつ

くるとになった場合、国自身がそういうことを配慮するとか、そういうことは当然考える

必要があると思っております。 

○環境事務次官 ちょっといいですか伺って。井口先生に教えていただきたいんですが、
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そうするとまったく新たに、例えば福島で 100,000Bq/kg 以上の土壌とか、あるいは灰、下

水汚泥を入れる場合にも、やはり管理型の処分場をつくって、そこに例えばコンクリート

の箱にそれを全部詰めて貯蔵なりすればいいと、そういう理解でよろしいでしょうか。 

○井口委員 性能的にはそれで十分いくのではないかと思います。ただ先ほど言いました

ように、必ず地形というか、接する場所の状況を含めた安全評価をやって、問題ないとい

うことを確認することが前提です。ただ技術的には管理型の処分場で十分対応できると思

いますけど。 

○大垣座長 ほかはよろしいですか。 

○大垣座長 だいたいご理解いただけたと思いますので。整理は次回に。今の件で特にコ

メント頂くかた。よろしいですか。どうぞ。 

○大塚委員 私が申し上げなくても、お考えにならなくてはいけないことだと思いますの

で、一言だけ追加的に申し上げたいと思います。別に処理基準の問題自体ではないんです

が、最終処分場のようなところで、新規に専用施設のようなものを作ったり、中間貯蔵施

設もたぶんそうだと思いますが、作る場合に、この法律には書いてありませんが、アセス

メント的なこともやらざるを得ないと思います。それは今仮置場に置いてあるだけでも危

険な話かもしれないのを、むしろ集めた方が危険性は低くなると私は思っていますので、

それもいろいろ議論があるようですが、基本的にはそう思っていますので、今のはむしろ

危険性を減らす話なので、通常のアセスメントの考え方を取るのは必ずしも適当でないと

は思います。ただ何らかの住民の意見を聞いて手続きを取るというのはおそらくした方が

いいと思いまして、それはこの法律には特に書いてないんですが、さっき申し上げるのを

忘れましたが、場合によっては基本方針のところで何かをお書きになるとか、お考えにな

らないと、近くにつくるということなると、住民が反対されたりすることが当然出てくる

かもしれませんので、何らかの手続きは考えた方がよくて、その中で今井口委員が言われ

たような評価のようなことが若干入ってくるのではないかと思います。 

○大垣座長 まさにアセスメントの話だったわけですね。ほかによろしいですか。なけれ

ば次の議題に移ります。５番目の議題そのほかですが、大迫委員から資料８、それから資

料 10 のご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○大迫委員 それでは資料８と、資料 10 を併せてご説明させていただきます。資料８はパ

ワーポイントの１枚の資料でございます。このタイトルにありますように、「都市ごみ焼却

飛灰とゼオライト等の混練物に関する放射性セシウムの溶出試験結果」ということでござ
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います。 

8月 31日に 8,000Bq/kgを超えて 100,000Bq/kgまでの焼却灰等に関する埋め立て方法が

通知されたわけですが、その中で水との遮断、そういった水に接触した場合に抑制するた

めの措置として埋め立ての方法が規定されております。そういう意味では、そもそも溶出

性の高い焼却飛灰から溶出を抑制する対策も併せて、今後技術的な改善をする中で全体の

リスクを下げるという対処が必要になるという問題意識から、今回その焼却飛灰と溶出す

るセシウムに対して、吸着性の高いゼオライトとか、あるいはベントナイトを混練すると。

例えば焼却施設で、これまではセメントやキレート剤を入れて混練してある程度の固化を

するという措置をしてきたわけですが、そういったところに技術的に高度化を図るという

意味で、こういった材料も併せて練り込むことで溶出抑制が測れないか、という検討をさ

せていただきました。 

試験方法のところに書いてあるとおり、焼却飛灰 20 グラムと、ゼオライト粉末、あるい

はベントナイトの粉末を 10 グラム、要は焼却飛灰に対して重量比で半分の量を混合し、少

量の水で混練するということ。それを溶出試験に供したということでございます。 

結果ですが、裏をご覧になって上の方のシートにありますが、飛灰のみの場合ですが、

溶出液の測定結果は、Bq/L でセシウム 134 が 740、セシウム 137 が 860、合計で 1,600 で

ございました。 

それに対して粉末ゼオライトを半分量添加して、混練したものの溶出試験結果ですが、

ベクレルのところに表示をしてあるとおりで、合計で 58.2 Bq/L、低減率でいうと 95％を

超える低減率ということで、溶出抑制効果が認められたということでございます。ベント

ナイトにつきましても同様の試験を行って、76％から 77％の間ぐらいの溶出抑制効果とい

うことでございました。 

これは、これまでゼオライトとベントナイトの吸着能力を分配係数の評価で行ってまい

りましたが、その分配係数から予想される結果ともほぼ一致しておりまして、ある程度そ

ういう吸着能力からこういった効果も推定できそうです。ただ、こういう混錬物の溶出試

験で評価したわけですが、実際の埋め立て地の中で降雨が浸透してくる、その水との接触

条件は、必ずしも溶出試験の条件とは違うところもありますので、こういったところには

留意が必要です。こちらが資料８でございます。 

それから資料 10 は、これまで最終処分場の浸出水に関して、安定セシウムを指標とした

処理の効果について検討をしてまいりました。今回はこれまでの結果に加えて、逆浸透膜
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の処理ということで追加的な検討を行いましたので、ご報告させていただきます。 

目的と調査項目等でございますが、これは１施設のみですが、RO 膜、逆浸透膜を有する

既存の処理施設で安定セシウムを指標に評価したということで、ユニットプロセスからサ

ンプリングして、その濃度を測定しました。 

その裏の方に参考の１ですが、これは安定セシウムで評価する妥当性ということで、通

常その安定セシウムが、焼却主灰や飛灰に含有量としてこれぐらい含まれていますという

こと。溶出濃度でもこれぐらい溶出してくるということで、以前は１施設のみ参考データ

を示しておりましたが、追加で施設を調査しまして４施設において見てみますと、含有量

は焼却主灰でほぼ１ppm 程度、それから焼却飛灰で２～３ppm 程度という、比較的ばらつ

かない程度の含有量は通常あるということでございます。 

溶出濃度につきましても、主灰で数ppm、焼却飛灰で数百ppm程度の溶出がございます。 

こういったものが、これまで一般廃棄物の埋立地には処分されているわけであります。

参考の２にありますように、これは浸出水の原水の安定セシウムの濃度ですが、横軸に電

気伝導度、これは共存する塩類のレベルの指標になりますが、塩類の濃度が高くなってく

ると、縦軸安定セシウムも数十 ppb のレベルぐらいまでは濃度として溶出してきている現

状があります。 

そこでこの安定セシウムを指標に評価したわけですが、その次、Ｇ施設ですが、逆浸透

膜の膜処理の施設を有するところで各場所から、サンプリングのポイントからサンプルを

採りました。そこの写真に RO ユニットということで、何本も逆浸透膜のモジュールが設

備としてこういうふうに設置されているところでございます。 

結果ですが、スライド番号６と書いてあるところですが、その表に結果がありますよう

に、pH、電気伝導度（EC）、それから安定セシウム。この安定セシウムのところの結果を

縦にご覧いただいて、調整槽から 79ppb で入ってきて、膜処理の原水槽で 77ppb、それか

ら逆浸透膜を通した処理した後で１ppb 以下ということで、除去率は 98.7％を確保できて

いるということであります。 

ただ濃縮水が出てきまして、全体の原水に対して４割ほどが濃縮水としてここでは出て

きます。一般的にはもう少し濃縮水は量を減らせるんですが、ここはちょっと塩類の濃度

が高いということで、この程度の効率しか出ておりません。そういった意味で、濃縮水は

当初から２倍から３倍程度の濃度になるということで、この濃縮水をどうするかという問

題ももちろんございます。いずれにしてもこの逆浸透膜処理によって、98％以上の効率が
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得られたということでございます。 

その次に逆浸透膜の原理が書いてございまして、これは RO 膜で仕切られたところに原

水からの圧力をかけて濾し取るということで水が抜けていきまして、塩類やや有機物が残

るということで、こういう形で分離するものであります。純水というか、海水から飲み水

をつくるというような処理方法としても応用されています。 

では実際にこういった高度な設備がどの程度日本全国にあるのかということで、ちょっ

とメーカーから提供いただいたものですが、脱塩処理設備ということで、今一般廃棄物の

処分場は焼却灰主体ですので、かなり塩類濃度が高いということで、それを放流する際に

塩の除去が求められている場所もございます。そういったところにこういった設備が入っ

ているわけですが、全体２千施設弱、全国でそういう最終処分場がありますが、現在こう

いう脱塩設備が入っているものは 35 施設ということで、その中でこの逆浸透膜のプレート

＆フレーム型 RO とか、スパイラル型 RO というところを併せて 20 ちょっとです。それか

ら電気透析の膜式というのがあって、これは 14 施設ほど入っているということでございま

す。 

こういったことを踏まえて９ページは読んでいただきたいんですが、やはりもし今後浸

出水にいろいろと放射性セシウムが浸出してきた場合の対処として、これまでいろいろ報

告させていただいたゼオライトとか、あるいは逆浸透膜によって処理することは可能であ

ろうと考えておりまして、そういったところの対処をここで若干整理させていただきまし

たので、ご参考までにまた後ほどお読みいただければと思います。以上です。 

○大垣座長 ありがとうございました。報告ですが、特に何かご質問は。どうぞ。 

○福島除染推進チーム長 福島の除染推進チーム長を８月からしております森谷です。ど

うぞよろしくお願いします。現場でよく放射性セシウムをよく吸着できるものということ

で、いろんなかたがご提案してきてくれております。今ゼオライト、それからベントナイ

トというものの結果を見て大変興味深く思ったんですが、いわゆるこれ以外のものでもた

くさんあろうかと思いますが、単に吸着率だけではなくて、どれだけ投入すれば少ない量

でたくさん吸着できるかというのも重要な点かと思います。何か評価にあたって今後の吸

着材といいますか、それについてこういう方向がいいのではないだろうかということがも

しありましたら教えていただきたいと思います。 

○大迫委員 まだ十分いろんな検討をしておりませんが、ほかに今日ご報告できなかった

んですが、イオン交換樹脂という比較的陽イオンに選択的にイオン交換作用で吸着させて
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除去するものもありまして、その評価も行いました。ただ、分配係数という指標で評価す

るんですが、比較するとゼオライトよりも１桁から２桁低い能力しかありませんでした。

比較的コストとか様々なこと、入手可能性とか、量的なものとかを考えると、やはりゼオ

ライトが今のところ吸着材としては有効ではないかと思っております。ただゼオライトに

もいろんな種類が、人工物、天然物もありますし、また採れる場所によってもいろいろと

効果が違いますので、そういった効果等をより確認したいということと、もう一つはこう

いった基礎的な実験だけでは実際の装置として組んだときに、どの程度量が必要で、それ

をどれぐらい交換しなければならないのかという設計もある程度こういう基礎データから

はできますので、そのへんを検討しております。環境省の方でもいろいろと調査を今後さ

れるということで、設備として実証的な検討を重ねてやっていくことにしておりますので、

そういったデータをいち早く出して、実用的にいろいろと指針として出せるような知見を

まとめたいと思っております。 

○大垣座長 ほかにはよろしいですか。どうぞ。 

○井口委員 今のご質問にも関連するんですが、これは非常に濃度の希釈と、それから移

行特性を抑えるところはいいと思いますが、減容からいうと、これは 1.5 倍になるわけです

ね。今の試験の結果。いわゆる 1.5 倍ぐらいになるということなので、せっかく飛灰にして

減容したのに、これは非常に核特性というか、放射線を抑えるにはいいんだけど量的には

増えてしまうので、少なくともバランスはどのように考えればよろしいんでしょうか。 

○大迫委員 そのへんは処分の量という点で埋め立てスペースをさらに消費してしまうと

いうことや、あるいはこういったものを運搬したり、そういったところではもちろん考慮

しなければなりません。一方、その溶出性だけではなくて、全体としては希釈させるとい

う効果もあるわけでありまして、例えば 8,000Bq/kg 超えていたものが、こういった対処で

希釈によって濃度が低減するという意味を、あまり希釈というと社会的にはなかなか誤解

を招くところもあろうかと思いますが、そういう被ばくで出てくる線量を内部遮蔽的な効

果としてまた防ぐとか、いろんな意味合いの中でどのように考えていくか検討していきた

いと思っております。 

○大垣座長 一方で何もしないで今度は厚いコンクリートで水と接触しないようにする作

業と、片や少し量は増えても少々の接触でも出なくなるという形との、いろんな技術的な

バランスの問題がたぶん今後出てくるかと思います。 

ほかにはよろしいですか。あともう一つこれに関してコメントしますと、塩分の濃度が
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非常に重要だと聞きますので、ほかの廃液なんかと一緒になったときに、そっち側の影響

が混ざっているときは影響が予測できない場合もある。塩分がわりに高いものがほかから

入れられた場合に。そういうこともありますので、なかなか技術的には慎重にいろいろ検

討しないといけないかと思います。 

それではよろしいでしょうか。引き続いてそのほかのもう一つですが、報告予定事項と

いうのが事務局の方からあるそうですので、よろしくお願いいたします。 

○廃棄物対策課長 それではお手元の資料の９と、参考資料の４について、ご説明、ご報

告をしたいと思います。 

まず資料９ですが、ただ今大迫先生からご説明があった試験・実験等とも関連するんで

すが、一般廃棄物処理施設の放射性セシウムを含む焼却灰を今後どうやっていくのかとい

うところで、8,000Bq/kg を超えるものから 100,000Bq/kg まで含めて、検討会において具

体的な指針は取りまとめていただきましたが、ただ現実の世界でこれを具体的に進めてい

くという点についてはまだいろいろ支障もあって、これをどんなふうに進めていったらい

いかというのを、少し事務局としての考え方を整理しましたので、いろいろご意見を賜れ

ば有難いと思っております。 

 一方、これまでの経緯と現状の（１）はこれまでの話ですが、（２）で一般廃棄物処理施

設の 16 都府県で、今 8,000Bq/kg 以下の焼却灰がどうなっているのかを調査した結果を整

理しております。ここにありますように、16 都府県 410 の施設中、388 は通常の管理型処

分場で処分できていると。事務局的にはもう少し現場での処理がかなり滞っているのかと

思っていたんですが、そこはかなり地元の方でいろいろと住民のかたにもご説明をして、

理解を得てやられていると。 

ただ 22 の施設、8,000Bq/kg 以下ではありますが、一時保管を余儀なくされているとい

う現状がございました。これは一番多かったのが、域内に処分場がなくてほかに持って行っ

ているところで、持って行き先が 8,000Bq/kg 以下だけども受け取ってくれないというのが

一番多いわけですが、一部住民の反対により埋められないということもございます。この

あたりはこれまでご整理いただいて、いろんな考え方を環境省としてもしっかりと分かり

やすく伝えるということで、引き続き処理を推進していきたいと思っております。 

本日お諮りしたいところは、8,000Bq/kg を超え 100,000Bq/kg 以下のところですが、こ

れは一般廃棄物の処理施設では 42 の施設であるんですが、これがすべて保管で、そのあと

の処理の見通しがないままに保管にもかなり限度が近付いてきておりまして、その地域で
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は大変な問題になっているという状況がありまして、早急な対応が必要だという状況でご

ざいます。 

次のページ裏面にまいりまして、溶出抑制に関する知見としましては、今まさに大迫先

生からご紹介があったベントナイト、ゼオライトの混錬の溶出抑制ということも含めて、

いろいろなことがこれまでの検討会で、主として国環研で実験をいただいた結果分かって

きていると。ご説明の中でもありましたが、ただ実験でやったことを現場に適用するとい

うのはまた一つ違うところがあるので、これを実際の現場にどう適用すればこれまで指針

で示していただいた考え方に沿った形で安全に処理していけるのか、ということをしっか

りやっていく必要があるかと思っております。 

２．の今後の進め方の案のところにありますように、これはそれぞれが焼却炉によって

一口に飛灰、主灰といっても性状が違うということもありますので、あるいは実際の量だ

とか、放射性セシウムの濃度だとか、施設の中でどんなことができそうだとか、いろんな

制約条件もあるということでありますから、なかなか一律では難しいだろうということで、

これまでの知見をもとに、具体のこの施設から出てくる灰をこの管理型処分場の中に埋め

るとした場合にどうなるかと。どういうやり方が一番最適か、ということがございます。

これは先ほど井口先生からご指摘があったように、あまり量を増やしてしまってもどうか

ということがあるので、非常にバランスをとって最適解は何かというのを実際の物をつ

かって必要なラボの実験も重ねながらやるということが必要なのではないかと。 

今自治体にはこういった指針が出たので、ぜひその方向でということでご説明もし、お

願いもしているんですが、やはり自治体だけではなかなか対応が厳しいというところがあ

りますので、今日ご説明した指定廃棄物の制度ということで、来年以降、指定廃棄物につ

いては国が処理をしていく必要もありますので、それをある種先取りする形で積極的なモ

デル事業をやっていく必要があるのではないかということを考えております。 

その際の考え方として、①から③のようなことを、これまでの知見にそって整理をして

みましたが、少なくとも飛灰というのは非常に溶出がしやすいということが分かっており

ますので、これはセメント固化等をやっていくということが基本なんですが、これもその

結果 8,000Bq/kg 以下になれば 8,000Bq/kg 以下ということで、作業者のかたもより安全に

処理ができるということでありますので、こういったことが焼却場の施設の中で対応でき

るようなことがあれば、それも有効じゃないかと。 

それから今日ご紹介のあったベントナイトやゼオライトも含めて、混ぜるというところ
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ですが、飛灰と併せて主灰が出てきておりますので、それはもともと混ぜ物というよりも

そこの場にあるものですから、それもベントナイトやゼオライトとは比較になりませんが、

一定の溶出効果もあるという部分がありますので、そういったものを混ぜた上でのセメン

ト固化も考えられるのではないかと。 

それからあと主灰は、福島県内だけで 8,000Bq/kg を超えているものが７施設ほどありま

すが、超えているレベルというのは 8,000Bq/kg をわずかに超えているぐらいであります。

これは量も多いので、これをセメントで固化するというのはなかなか厳しい状況ですので、

例えばこれを容器に入れて埋め立てるというようなことも考えられないかというようなこ

とも考えておる次第です。資料９については以上でございます。 

それから引き続き参考資料４でございます。こちらは管理型の最終処分場の中で、排水

中から放射性物質が一部、目安としております濃度限度を超えて出た事例が報告されまし

たので、その結果をご紹介させていただきたいと思います。 

概要のところにありますように、群馬県伊勢崎市の排水から出たと。表の中にあります

放流水のところをご覧いただきたいんですが、これまで毎月１回ずつ測って、３回目、今

月直近のものが、セシウム 134 が 69Bq/L で、セシウム 137 が 80 Bq/L ということで、濃

度限度の換算で 2.04 ということであります。評価のベースであります３カ月平均で見て

1.08 ということで、濃度限度を超えているという状況がございました。 

これはそういう報告を受けまして、国環研の先生がたにご協力をいただいて、すぐ現地

を実際に見てまいりました。その結果が次のページにありますように、焼却灰なんですが、

一部固化している部分でこういった大きな砂利状になっているんですが、これがその隣に

あります、埋めているところにかなり大雨が降った関係で、一時的に水位が上がって水に

浸かってしまったという状態があります。この中には飛灰もありますので、当然溶出率の

高い飛灰からは放射性セシウムがかなり溶出する部分があったと考えられますので、これ

が浸出水の中にも出たのではないかと考えております。 

対応状況はそこにありますように、国環研の先生がたにも行っていただきましたので、

その場でここに書いてあるのが①、②ということで、浸出水の水処理段階でのゼオライト

の使用というところと、もう少しその対処方法に加えて、灰から浸出水の方に行かないよ

うに土壌層を敷いて埋め直すというようなことを指導したということでございます。 

これを受けまして、この結果につきましては先ほどのデータは９月 20 日付で地元の方で

公表されましたので、その後すぐ 21 日に環境省から事務連絡を出しておりまして、そのも
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のは後ろに付けておりますが、この（３）の①から④に書いてありますような対応を検討

してほしいということで出しております。 

特に今回の事例のような、実際に雨が降ったときに水に浸かるだとか、そういった恐れ

があるような場合には、すぐに環境省に報告をいただいて、これは個別に内容を確認した

上で、必要があれば現地に赴いて助言をしていくというような支援をするということを方

向性としては出しております。あとは埋め立て処分場でモニタリングをしている事例があ

れば、すべて結果をご報告いただくように依頼をしたということでございます。この点に

つきましては、また今後新しい情報が入りましたら、適宜検討会でご報告したいと思いま

す。以上です。 

○大垣座長 ありがとうございました。特に何かご質問があればお受けしたいと思います

が、いかがでしょうか。どうぞ。 

○大塚委員 ちょっとお伺いしたいところがありますが、資料９の最後の２の今後の進め

方の③で主灰は確かに量が多いので、いろいろ検討しなくてはいけないと思いますが、こ

の容器はどれぐらいのものをお考えかということについて問題提起をさせていただきます。 

○廃棄物対策課長 それは今までの焼却灰ですと、実際に保管しているケースだとフレキ

シブルコンテナか、ドラム缶か、ということですので、そういったような容器を想定して

おります。 

○大塚委員 数十年もつようなことを考えないといけないということがあります。 

○大垣座長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。それではないようなので、ほ

かに事務局から何かございますでしょうか。よろしくお願いします。 

○適正処理・不法投棄対策室長 それでは次回第８回の検討会の日程についてですが、す

でに調整させていただきましたとおり、10 月 10 日 13 時からの開催ということでよろしく

お願いいたします。その後 16 時から環境回復検討会と合同で、第１回の合同検討会を開催

する予定になっておりますので、併せてご予定いただきたいと思います。 

なお次々回、その次の検討会につきましては、いま日程を確認させていただいていると

ころでございます。環境回復検討会の日程等も見ながら調整させていただいて、決まりま

したらまたなるべく早くご連絡を差し上げたいと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○大垣座長 ありがとうございました。日程調整はできればもう外れる日程が決まったら、

それを皆さんにお知らせいただくと、かなり長期間にわたって日程を組んでいるものです
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から、ぜひよろしく早めにお願いいたします。それでは以上でよろしいということで、本

日はどうも様々なご意見を頂きありがとうございました。大変よい議論ができたのではな

いかと思います。事務局の方ではまた大変ですが、次回の準備の方をお願いいたします。 

それではこれで議事をすべて終了いたしましたので、進行を事務局にお返しいたします。

ありがとうございました。 

○適正処理・不法投棄対策室長 それではただ今からカメラ撮りがありますので、少々お

待ちください。 

○環境事務次官 どうも。こういう日曜の夕方という、非常に皆さんの生活を大変侵害す

るような時間で申し訳ございません。やはり多くの先生に集まっていただいて議論すると

いうのが必要だということで、かなり無理な日程をお願いいたしております。 

今回の福島第一原発事故の対応でございますけれども、世界から大変注目されていると

いうことは、皆さんご承知のとおりでございます。もちろん福島第一原発自身の問題をど

う対応するかということもそうでございますけれども、その周辺に拡散した放射能につい

ての対応も、ある意味で第一原発の対応と同様に非常に注目をされております。世界的に

もほとんど例がないという状況でございまして、つい先日もアメリカ大使館のかたと飯を

食いましたら、むしろチェルノブイリも大したデータがないだろうと。あるとすればアメ

リカのネバダの、要は核実験場の近くは比較的データがあるんじゃないかと。そんな話が

あったことでございまして、大変注目されているけれども、実はあまり参考とすべき事例

がないというのが現状でございます。 

そういった中で特に今日は大変幅広いご意見を頂きました。まずもって皆さまがたにも

本会議もそうですが、大変各地の現場における対応について、ご説明をいただいておりま

すし、また実際に助けていただいて大変ありがとうございます。 

先ほどお話がございました群馬県の例も、実際に国環研のかたに現場に行っていただき

まして、対応をいただいたおかげで大騒ぎにならずに実は済んでいるということがござい

ます。やはり専門家の皆さんの力を借りて、その問題を解決していくということの重要性

を改めて痛感したところでございます。 

今日は新しくできました法律の施行が来年１月１日からだということであります。従っ

て 10 月のある時期には、その法律の施行に必要な事柄について骨格を示して、広く社会の

意見を聞いていく必要があると。そういった観点からかなり急いだ議論をいただいており

ます。今日はその中で、基本方針に定める事項の柱、あるいは調査の対象、あるいは調査
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方法、そして指定廃棄物の基準、あるいは特定廃棄物の収集、運搬、保管の基準。そういっ

たことについて幅広く議論いただきましたし、また最後には 100,000Bq/kg を超える廃棄物

の処分の方法についても具体的なご議論をいただきました。議論をいただいただけでなく、

かなり方向を示していただいたということで、大変感謝をいたしているところでございま

す。 

私ども今日の議論をベースに、もう一度検討いたしますし、また先生がたとも再度相談

をいたしまして、ぜひ次回 10 月 10 日でございますけれども、それまでに今日の議論を十

分こなし、相談した上でまた成果をお出しして、もう一度ご議論いただきたいと考えてお

ります。その上で 10 月 10 日は申し訳ないんですが、最近プロ野球もやらないダブルヘッ

ダーでお願いをいたしております。といいますのも、これはある意味で地元にとってみれ

ば廃棄物の灰も、汚染土壌も同じでございまして、どういう形でこれからその処理をし、

あるいは保管をしていくのか、ということは極めて同じレベルで重要でございます。また

場所も非常に似通った場所、あるいは同じ場所ということでございますので、やはり当面

は一緒に議論していただくということで、一つ方向が明確になるだろうと思います。 

そういった意味でかなりご無理をお願いしますけれども、また 10 月 10 日に向けて私ど

もも作業いたします。ぜひ皆さんにもご協力をお願いしたいと思います。きょうは本当に

ありがとうございました。 

○適正処理・不法投棄対策室長 どうもありがとうございました。これで本日の検討会を

終了いたします。 


